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平成23年１月17日（月曜日）

午前10時27分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成22年度宮崎県一般会計補正

予算（第９号）

○その他報告事項

・ＴＰＰ参加による関税撤廃に伴う本県の林産

物への影響試算等について

・エコクリーンプラザみやざき問題について

・ＴＰＰ参加による関税撤廃に伴う本県農業へ

の影響について

・ＴＰＰ参加による関税撤廃に伴う本県水産業

への影響について

・宮崎県口蹄疫対策検証委員会の最終報告につ

いて

出席委員（９人）

委 員 長 十 屋 幸 平

副 委 員 長 河 野 安 幸

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 福 田 作 弥

委 員 星 原 透

委 員 権 藤 梅 義

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 髙 橋 透

委 員 岩 下 斌 彦

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

環境森林部

環 境 森 林 部 長 吉 瀬 和 明

豊 島 美 敏
環境森林部次長
（ 総 括 ）

黒 木 由 典
環境森林部次長
（ 技 術 担 当 ）

金 丸 政 保
部 参 事 兼
環 境 森 林 課 長

計 画 指 導 監 佐 藤 浩 一

環 境 管 理 課 長 橋 本 江里子

循環社会推進課長 福 田 裕 幸

自 然 環 境 課 長 森 房 光

森 林 整 備 課 長 河 野 憲 二

山村・木材振興課長 徳 永 三 夫

小 林 重 善
み や ざ き ス ギ
活 用 推 進 室 長

工 事 検 査 監 水 垂 信 一

楠 原 謙 一
林業技術センター
所 長

有 馬 孝 
木 材 利 用 技 術
セ ン タ ー 所 長

農政水産部

農 政 水 産 部 長 髙 島 俊 一

緒 方 哲
農政水産部次長
（ 総 括 ）

押 川 延 夫
農政水産部次長
（ 農 政 担 当 ）

関 屋 朝 裕
農政水産部次長
（ 水 産 担 当 ）

農 政 企 画 課 長 上 杉 和 貴

加勇田 誠
ブ ラ ン ド ・
流 通 対 策 室 長

地域農業推進課長 山之内 稔

連 携 推 進 室 長 山 内 年

営 農 支 援 課 長 井 上 裕 一

消費安全企画監 工 藤 明 也

農 産 園 芸 課 長 郡 司 行 敏

畜 産 課 長 児 玉 州 男

家畜防疫対策監 岩 﨑 充 祐

農 村 計 画 課 長 三 好 亨 二

農 村 整 備 課 長 宮 川 賢 治

工 事 検 査 監 溝 口 博 敏
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水 産 政 策 課 長 鹿 田 敏 嗣

漁 業 調 整 監 成 原 淳 一

漁港漁場整備課長 山 田 卓 郎

漁港整備対策監 永 野 広

総合農業試験場長 串 間 秀 敏

県立農業大学校長 服 部 修 一

畜 産 試 験 場 長 紺 家 久 資

水 産 試 験 場 長 那 須 司

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 花 畑 修 一

政策調査課主査 坂 下 誠一郎

ただいまから、環境農林水産常○十屋委員長

任委員会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

す。お手元に配付いたしました日程案のとおり

でよろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○十屋委員長

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時27分休憩

午前10時29分再開

委員会を再開いたします。○十屋委員長

委員会に付託されました議案等の説明を求め

ます。なお、委員の質疑は、執行部の説明がす

べて終了した後にお願いいたします。

おはようございます。環○吉瀬環境森林部長

。 。境森林部でございます よろしくお願いします

座って説明させていただきます。

それでは、お手元に配付しております委員会

。 、資料の表紙をお願いしたいと思います 本日は

予算議案、議案第１号「平成22年度宮崎県一般

会計補正予算（第９号 」の１件とその他の報告）

事項、ＴＰＰ参加による関税撤廃に伴う本県の

林産物への影響試算等について、それから、エ

コクリーンプラザみやざき問題についての２件

の報告事項がございます。

めくっていただきたいと思います。１ページ

に予算議案を掲げておりますが （１）につきま、

しては、それぞれの環境森林部内の課別の歳出

予算を集計したものでございます。今回の補正

につきましては、一般会計につきましては、表

の真ん中の補正額のＢの欄の列の小計のところ

にございますように、６億979万5,000円の増額

をお願いしております。補正後の一般会計の予

算額は、その右側に書いてありますように、276

億9,993万3,000円となっておりまして、特別会

計を合わせました環境森林部の予算額は、表の

一番下の補正後の額のところに書いてあります

が、合計といたしまして、283億2,460万8,000円

となります。

めくっていただきまして２ページをお願いい

たします。繰越明許費の補正の追加の分でござ

います。これにつきましては、経済・雇用緊急

対策の実施に伴います補正の関係により工期が

不足することによりまして、表の合計の欄にあ

りますように、５課の所管事業を合わせまし

て、26カ所、２億2,961万6,000円の明許繰り越

しをお願いするものでございます。

右側の３ページに （３）といたしまして繰越、

明許費の変更をお願いしておりますが、これに

つきましては、11月補正でお願いいたしました

事業につきまして、さらに今回追加をいたすこ

とによります変更でございます。これにつきま

しても同じく、経済・雇用緊急対策に伴うもの

でございます。合わせまして、今回の変更の額

につきましては、６カ所で２億3,900万円でござ
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います。

それから （４）でございますが、債務負担行、

為の追加でございます。これにつきましては、

自然環境課が所管しております復旧治山事業、

水源地整備事業、地すべり防止事業につきまし

て、債務負担行為の追加をお願いするものでご

ざいます。

私からの説明は以上でございますが、詳細に

つきましては、担当課・室長から御説明申し上

げますので、よろしくお願いいたします。

それでは、お手元の白い○金丸環境森林課長

冊子でございますが、平成22年度１月補正歳出

予算説明資料をお願いいたします。環境森林課

のインデックスのところ ページでいいますと57、

ページをお願いいたします。今回の補正額は、

左から２列目の補正額の欄にありますように、

一般会計で8,994万2,000円の増額をお願いして

おります。この結果、補正後の予算額は、右か

ら３列目の補正後の額の欄にありますように 33、

億7,542万5,000円となります。

59ページをお願いいたします。上から５段目

の（事項）林業技術センター管理運営費8,994

万2,000円の増額でございます。その下の説明欄

にありますように、経済・雇用緊急対策の実施

に伴う補正でありまして、国の地域活性化交付

金を活用し、林業技術センターの施設管理や試

。験研究のための経費に充てるものでございます

、 、記載しておりませんけれども 施設管理費では

キノコ発生・培養室の改修工事を行うほか、建

物の外壁補修や空調設備の改修等を行う予定に

いたしております。また、試験研究費では、樹

木の品種特定を行うＤＮＡ自動分離装置など、

試験研究用機器の更新を行う予定といたしてお

ります。

環境森林課は以上でございます。

。○橋本環境管理課長 環境管理課でございます

お手元の歳出予算説明資料の青いインデックス

のところ、環境管理課、61ページをお開きくだ

さい。今回の補正予算につきましては、表の左

から２列目の補正額の欄にありますように、一

般会計で450万円の増額をお願いしております。

この結果、環境管理課の補正後の予算額につき

、 、ましては 右から３列目の欄にありますように

７億4,660万7,000円となります。

内容について御説明いたします。１枚お開き

ください。63ページでございます。上から６段

目の（事項）大気保全費でございます。下の説

明の欄にありますとおり、微小粒子状物質測定

器整備事業でございまして、450万円の増額をお

願いしております。これは、ぜんそく・気管支

炎といった呼吸器疾患など健康への影響が懸念

されております2.5マイクロメートル以下 １―

マイクロメートルは１ミリメートルの1,000分の

１の大きさでございますが そのような極め―

て小さな物質につきまして、環境中濃度の実態

を調査研究するため、機器を整備するものであ

りまして、経済・雇用緊急対策の実施に伴う補

正でございます。

環境管理課からの説明は以上でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。

自然環境課の１月補正予算○森自然環境課長

について御説明いたします。

お手元の平成22年度１月補正歳出予算説明資

料の青いインデックス 自然環境課のところ 65、 、

。 、ページをお願いいたします 今回の補正予算は

表の左から２列目の補正額の欄にありますよう

に、一般会計で8,600万円の増額補正をお願いし

ております。この結果、自然環境課の補正後の

予算は、表の右から３列目の欄に挙げておりま

すように、47億5,099万1,000円となります。
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それでは、内容について御説明いたします。

１枚めくっていただきまして、67ページをお開

きください。今回の補正はすべて、経済・雇用

緊急対策の実施に伴う補正であります。

初めに、上から１段目の（目）治山費でござ

います。その下の段の（事項）県単治山事業費

で6,640万円の増額をお願いしております。これ

は、日之影町の大楠地区を初め、６市町村の13

カ所におきまして、国庫補助の対象とならない

小規模な災害復旧あるいは治山施設の維持管理

。に必要な補修工事を実施するものでございます

次に、２段目の（事項）県単補助治山事業費

。 、で660万円の増額をお願いしております これは

延岡市古川町地区を初め、諸塚村の３カ所にお

きまして、国庫補助の対象とならない小規模な

災害復旧に対し、市町村に対し助成するもので

ございます。

その下の（目）狩猟費でございます （事項）。

鳥獣管理費で300万円の増額をお願いしておりま

す。これは、里山周辺の野生鳥獣被害を防止す

るため、新たに里山地域野生鳥獣被害防止対策

事業によりまして、電気さくやシカ防護ネット

の設置に対し、市町村と連携して緊急的に助成

を行うものであります。

次に、その下の（目）公園費でございます。

１枚めくっていただきまして、68ページでござ

います （事項）自然公園事業費で1,000万円の。

増額をお願いしております。これは、国立公園

を安全かつ快適に利用できるように、登山道や

遊歩道の災害復旧、危険防止のための防護さく

の設置を実施するものでございます。

自然環境課からは以上でございます。

。○河野森林整備課長 森林整備課でございます

。当課の１月補正予算について御説明いたします

歳出予算説明資料の青いインデックス、森林

整備課のところ、ページでいいますと69ページ

をお開きください。今回の補正予算は、表の左

から２列目の補正額にありますように、一般会

計で2,700万円の増額をお願いしております。こ

の結果、森林整備課の補正後の予算額は、右か

ら３列目にありますように、119億1,964万3,000

円となります。

１枚めくっていただきまして、補正の内容で

ございますが、71ページでございます。４段目

の（目）林道費の（事項）県単林道事業費の作

業道規格高度化事業で2,700万円の増額をお願い

しておりますが、これは国の経済・雇用緊急対

策の実施に伴う補正でありまして、幅員が狭い

作業道を、高性能林業機械等による施業が可能

なまでに幅員を拡幅する事業でございます。改

築工事でございます。

森林整備課からは以上でございます。

それでは、引き続○徳永山村・木材振興課長

きまして、山村・木材振興課の補正予算につい

て御説明をいたします。

歳出予算説明資料の73ページをお開きくださ

い。今回の補正予算は、国の経済・雇用緊急対

策の実施に伴うものでありまして、表の左から

２列目の補正額の欄にありますように、一般会

計で４億235万3,000円の増額をお願いしており

ます。この結果、当課の補正後の額は、右から

３列目の欄にありますように 62億5,227万5,000、

円となります。

それでは、補正内容について御説明いたしま

す。恐れ入りますが、75ページをお開きくださ

い。上から５段目の（事項）林業・木材産業構

造改革事業費３億7,600万円の増額で、森林整備

加速化・林業再生事業を実施することとしてお

りますが、事業内容につきましては、後ほど委

員会資料により御説明をさせていただきます。



- 5 -

次に その下の 事項 木材利用技術センター、 （ ）

、運営事業費2,635万3,000円の増額でありますが

これは、国の補正予算で措置されました地域活

性化交付金を活用いたしまして、１の維持管理

費につきましては、センターの外壁など施設の

。 、劣化箇所の補修等を行うものであります また

２の試験研究費につきましては、老朽化した試

験研究機器の更新等を行うものであります。

それでは、委員会資料の４ページをごらんく

ださい。森林整備加速化・林業再生事業でござ

います。

まず、１の事業の目的でありますが、この事

業は 昨年度創設いたしました森林整備加速化・、

林業再生基金を財源といたしまして、森林整備

の推進や間伐材等の森林資源を活用した林業・

木材産業の再生を目指すものであります。

次に、２の事業の概要でありますが、予算額

は３億7,600万円をお願いしております。その内

訳でありますが、①にありますように、国から

の補助金１億8,800万円を基金に積み立てるもの

であります。この結果、基金の残高は32億2,691

万円となります。また、②の基金事業につきま

しては、事業執行に必要な１億8,800万円を歳出

予算として計上するものであります。

（４）の事業内容でありますが、本事業によ

りまして①から⑦の事業に取り組んでおります

が、太字で示しております⑥の木造公共施設整

備等事業を今回の補正でお願いしております。

具体的には、右のページをごらんください。２

の事業の内容にありますように、２つの事業に

取り組むものでありまして、まず、木造公共施

設整備では、現在、予算３億5,000万円余で、宮

崎空港ビルの木質化など10カ所の施設整備に取

り組んでおりますが、今回新たに、高千穂町の

秋元公民館など３カ所の木造施設と椎葉村役場

庁舎の木質化を支援するために、１億4,800万円

の増額補正をお願いしております。

また、その下の新規の地域材活用促進支援で

は、補正額4,000万で、木造住宅の普及促進を図

るため、下のフロー図にありますように、県民

を対象に、木造住宅のよさを知ってもらうため

の講習会とあわせて抽せん会を実施し、１棟当

たり、本県ならでの太い大黒柱を含む柱81本

を180棟分提供するものであります。これらの取

り組みによりまして、県産材の需要拡大と地域

材活用による地域経済の活性化が図られるもの

と考えております。

山村・木材振興課からは以上でございます。

、○小林みやざきスギ活用推進室長 続きまして

その他の報告事項についてでございます。同じ

委員会資料６ページをお開きください。

１のＴＰＰ参加による関税撤廃に伴う本県の

林産物への影響試算等についてでございます。

まず （１）我が国の主な林産物の輸入状況及、

び関税率についてでございます。

①の輸入状況にありますように、我が国の製

材用、合板用などとして用いられる、いわゆる

用材の輸入量は、ロシア材の輸出関税率の不透

明性ですとか中国の木材需要の急増、これに加

えまして、米国発の経済危機に伴いまして、世

界的な景気低迷が起きているということもござ

いまして、大幅に減少しております。平成21年

では、対前年比23％減となる4,562万立方、輸入

額といたしましては、前年比30％減の8,119億円

となっております。なお、この結果、木材の自

給率は27.8％まで持ち直しているという状況に

ございます。また、主な特用林産物であります

乾シイタケにつきましては、約６割が中国など

からの輸入品となっております。

②に、主要林産物の輸入関税率を表にしてお
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ります。我が国では、戦後復興のために急増し

た木材需要に対処するため、昭和30年代後半か

ら木材輸入量が増大いたしまして、木材製品の

関税は、数度にわたり、国際的な貿易交渉を経

て引き下げられてまいりました。現在では、丸

太や一部製材は関税がゼロ％、最高は合板で10

％となっております。また、乾シイタケにつき

ましては15％、生シイタケにつきましては５％

となっております。

次に （２）関税撤廃による林産物への影響に、

ついてであります。

国におきましては、①のア）にありますよう

に、関税率10％以上で国内生産額が10億円以上

の集成材を含む合板等１品目を選定いたしまし

て影響額を試算しております。試算の方法は、

イ）の１つ目の丸にありますように、輸入品の

、 、価格が関税率相当分低下しまして これに伴い

競争力を維持する観点から国産品価格も低下す

ると想定して、選定品目の実質関税率を６％と

、 、 、見込みまして また 次の丸にありますように

価格低下による国内産業の採算性の低下から国

内生産量が減少し、その減少分が輸入品に置き

かわると想定いたしまして、過去の価格低下と

生産量の減少の動向から推定した5.7％の減少割

合を用いまして、７ページの上のような計算式

による試算を行ったところであります。この結

果、我が国の影響額は約490億円となっておりま

す。

また、②の乾シイタケ等への影響につきまし

ては、乾シイタケの約６割が中国や韓国からの

輸入品でありますが、国内産の平均価格が輸入

、 、品よりも１キロ当たり約2,800円高いなど 元来

国内産と輸入品には５倍程度の価格差があるた

め、関税が撤廃されても国内産需要への影響は

少ないと想定されております。さらに、現在、

ＴＰＰ参加国及び参加予定国からのシイタケの

輸入がないため、シイタケ生産への直接的な影

響は現時点では考えられないと判断されており

ます。

次に （３）宮崎県における試算であります。、

本県では、①にありますように、平成20年は

６社で集成材を３万立方メートル、合板の一種

であるＬＶＬを１社で１万5,000立方メートル生

産しておりまして それらの生産額の合計が約22、

億3,200万円となっております。この結果、国と

同様に試算しますと、本県の影響額は２億5,000

万円となります。

また、②にありますように、木材製品の輸入

拡大は、木材産業だけでなく、丸太を供給する

林業の発展にも支障を来し、山村地域の経済や

雇用、森林の公益的機能の発揮への影響が懸念

されるところでありまして、さらに、国の新成

長戦略にも位置づけられ、10年後には木材自給

率50％を目指す森林林業・再生プランの推進に

。も影響を及ぼすのではないかと考えております

説明につきましては以上でございます。

続きまして、エコク○福田循環社会推進課長

リーンプラザみやざき問題について御報告いた

します。委員会資料の８ページをお開きくださ

い。

まず （１）の浸出水調整池補強工事の進捗状、

況についてであります。昨年末に理事会が開催

され、浸出水調整池補強工事の今後の見通し等

につきまして、環境整備公社から説明がありま

したので、その内容を御報告いたします。

①でありますが、補強工事の工期につきまし

ては、一度延長しまして昨年11月末までとして

おりましたが、９月に発生したひび割れなどの

影響によりまして再度延長し、ことし12月まで

に完成させるとしております。水槽ごとの使用
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、開始の時期は②にお示ししているとおりであり

第１―１水槽及び第１―２水槽につきましては

３月、第２水槽につきましては９月、第３水槽

につきましては12月となる見込みであります。

③でありますが、ひび割れにつきましては、コ

ンクリート診断士による診断結果に基づき、順

調に補修作業が進んでおりますが、補修作業と

並行して進めることができる第２水槽のコンク

リート打設などの工事が、業者間の請負契約に

関するトラブルにより進んでいない状況にある

ことから、公社は、ＪＶを構成する不動テトラ

の本社や支店、西條組、五幸建設を訪問するな

どして、早期に問題を解決して工事を進めるよ

う強く要請、指示を行っているとのことであり

ます。また、④にありますように、工事費用に

つきまして、今回の工期延長やひび割れ発生に

伴う防水防蝕塗料の変更などに伴い、県及び関

係市町村から貸し付けを受けている13億6,000万

円の範囲内で工事を完了させることは困難な状

況になったとしております。このため、今後、

公社から県及び関係市町村に対して追加貸し付

けの要請があるものと考えております。県とし

ましては、当初の目的どおりに安全・安心な施

、設を完成させることが重要と考えておりますが

貸付金の追加などの対応につきましては、経費

増額となる内容や理由について公社から十分な

説明を受けた上で、関係市町村とも協議しなが

ら検討してまいりたいと考えております。

次に （２）の浸出水処理水の下水道放流につ、

いてであります。

①にありますように、下水道接続工事に向け

て必要な廃棄物処理法上の施設変更許可などの

諸手続につきまして、昨年12月までにすべて完

了し、工事発注に向けた準備を進められる段階

に来たとのことであります。②にありますよう

に、工事費４億3,000万円余につきましては、工

事に支障が出ないよう、９月から県及び関係市

町村とで協議してまいりましたが、これまでに

一定の合意が得られましたことから、現在、そ

の内容を確認書に取りまとめる作業を行ってい

るところであります。

私からの説明は以上であります。

議案についての質疑を求めたい○十屋委員長

と思います。

自然環境課、鳥獣被害の状況なん○緒嶋委員

ですけど、今度、300万円、鳥獣被害防止対策事

業が追加されておるわけですけど、なかなか被

害が減少しないと。現状は深刻な状態にあるわ

けです。この300万円というのは大変重要な予算

だと思うんです。今後においてもこれは積極的

、 、にやらにゃいかんと思うんですけど 300万円と

、当面は補正だからということかと思いますけど

今後の考え方というのをお伺いしたいと思いま

す。

今回の里山地域野生鳥獣被○森自然環境課長

害防止対策事業、これにつきまして約300万円を

お願いしておりますけれども、これも市町村と

連携いたしまして３分の１ずつの補助をさせて

いただきまして、農林家の方に助成をしていこ

うと思っております。当初予算で鳥獣保護区被

害防止対策事業というのも1,600万円ほどござい

ますので、これとあわせて相乗効果を期待しつ

つ、被害の防止に努めていきたいというふうに

思っております。

やはり被害が減少しなければ対策○緒嶋委員

にはならんわけですね。そういう意味では、今

後においても積極的な予算措置をお願いしたい

と思います。

続いて、自然公園事業費、特に、ことし祖母

山登山で４件ぐらい遭難事故が起きて、１人は
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まだ行方不明なんですね。どういう原因で行方

不明になったかというのも、消防団や警察、役

場なんかが協調していろいろ対策を立て、捜索

したけど見つからない。それの中で、特に関係

者の意見では、標識、道しるべが少ないんじゃ

ないかと。消防団なんかが遭難者を捜す中でも

。自分自身が遭難するようにあるというわけです

そして、この前もヘリコプター捜索で見つけて

いただいて、よかったんですけど、雪が１メー

トルも降って、とてもじゃない、捜しにも行け

。 、ないというような感じであります この標識等

九州自然歩道の関係も含めて、遭難しないよう

な対策というのは、山の会とか関係者とも密接

に連絡をとりながらやらんと、毎年、消防団も

出てくれ、出てくれということで、年に４回も

出て、当てのないところを捜さにゃいかんわけ

ですね、どこで遭難しているかわからんわけだ

から。そうなりますと大変だと。特にことしは

寒いし、大変苦労されておるわけですが、道し

るべをもうちょっと徹底するのと、登山された

人ができるだけ行程を含めて……。祖母山の場

合は宮崎県、熊本、大分、それぞれ登山口があ

るわけです。３県の連携も含めて、標識等、こ

れは霧島でも同じことですが、もうちょっと徹

、底したものをやるべきだと思うんですけれども

この1,000万円というのはそういうものに充てら

れるのですか、どうですか。

国立公園管理事業の1,000万○森自然環境課長

円につきましては、御池周辺とえびの高原のエ

リアを考えております。委員からもお話があり

ましたように、一昨年になりますか、21年の10

月30日に宮崎の小学生の方が、霧島の韓国岳登

山中に大浪池のほうにおりていかれてそこで遭

難されたと。不幸にも亡くなったわけですけれ

ども この後 今年度から えびの高原パトロー、 、 、

ル事業という緊急雇用対策をしまして、現在、

緊急雇用でパトロールを実施しております。そ

の中でいろいろと問題点が出てきたもの、危険

となるような箇所の防止さくですとか歩道の災

害復旧をしようというものでございまして、先

ほど委員からお話がありました祖母山のほうに

つきましては、別途自然公園事業というのがご

ざいますので、市町村や山岳会の方々とも、お

話を伺いながら、標識の設置ですとか、安全な

登山の活用、九州自然歩道の活用について協議

をさせていただきたいというふうに思っており

ます。

標識とともに、登山道が荒れてお○緒嶋委員

ると。台風は余り来ないんですが、集中豪雨や

らで、どこが登山道かわからんようになってお

る。歩く人も迷いやすいというわけです。整備

されておればそこを伝って登山すればいいんで

すけど、そういうこともありますので、そうい

う整備も含めて検討していただきたいというこ

とを要望しておきます。

、 、それから 森林整備加速化・林業再生事業で

高千穂町秋元公民館が入っておるのは大変あり

がたく思っておるところですが 私がいつも言っ、

ておるように、81本の180棟、これは県の工事と

しては少な過ぎる。市町村がこれぐらいやるの

は当たり前だけど、県なら1,800棟ぐらいやらん

と県の工事にはならん。対策として、木材活用

という意味で、これは財政当局がこういうこと

を言ったのか、180棟じゃなく200棟ぐらいにす

、 。れば大分格好いいけど 180棟の根拠は何ですか

実はこの180○小林みやざきスギ活用推進室長

棟につきましては、根拠といいますのは、最終

的には国からの内示ということになっておりま

す。昨年同様の事業を実施いたしまして、360ほ

どの申し込みがございましたので、ほぼそれを
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充当できるだけの300棟分を国のほうには要望さ

せていただいたところでございますが、全国か

ら２倍ほどの要望が上がっているという中にあ

りまして、本来300棟の要望、半減させると150

棟というようなところでございますが、若干も

う少しお願いするといったようなことで上積み

はしていただきましたが、180棟というところで

ございました。

国も、将来は国産材を50％にしよ○緒嶋委員

うという大きな目標もあるわけです。特に木造

で住宅をつくろうという人は今、少ないわけで

す。そういう希望のある人全体を国も認めるよ

うなことじゃないと、50％というマニフェスト

がただの書いたものに終わってしまうんじゃな

。 、いか こういう国民の希望を取り入れるように

これは内示で仕方がないということであります

けど、もうちょっと将来の展望も考えながら進

めるように国のほうに強く要望していただきた

いというふうに思います。以上です。

59ページ、林業技術センターの施○福田委員

設補修で8,100万円と書いていますが、その中で

キノコの発生施設の整備についてお話ございま

したが、もう少し具体的にお話をお聞きしたい

と思います。

今、当センター○楠原林業技術センター所長

で、原木シイタケと菌床シイタケを中心に特用

林産関係は研究を進めております。菌床に関す

るいろんな技術相談等もふえておりまして、今

回お願いしておりますのは、キノコの温度とか

湿度を一定に管理しながら、いろんな種類のキ

ノコ類を発生・培養する研究、そのための整備

を拡充しようとするものであります。

先ほどＴＰＰに関する御説明をい○福田委員

ただきました。林業分野については、農業と比

較をしますと、既に自由化同然になっています

から、影響としては余り大きくないですね。そ

の中で、今後、農業分野のいろんな影響が出て

くる場合に、本県として取り組める産業の一つ

として、私はやっぱりキノコ関連だと思ってい

るんです。宮崎県は、かつての乾シイタケのイ

メージからすると、大産地というイメージがあ

るんです。ありますけど、実際、経済、金額的

には非常にわずかな金額です。ですから、ぜひ

この後のＴＰＰ対策や本県の林業の活性化で、

本業の木材と同時に、お金を得るキノコ、これ

は自然発生、原木も大事でありますが、施設関

連をもう一度力を入れてほしいなと思っていま

す。先進の島根やあるいは長野、徳島あたりを

、 。見ますと 行政が物すごく力を入れていますよ

この予算を見て やっていただけるのかなと思っ、

たんですが、この辺を再度頑張ってほしいと思

いますが、新春に当たっての意気込みはいかが

ですか。

本県、元来、乾○楠原林業技術センター所長

、シイタケが大分県に次いで第２位ということで

山間地域の貴重な収入源になっております。た

だ、今、委員おっしゃいましたように、他県、

特に都市部の周辺では、菌床を中心とした規模

拡大あるいは生産量が非常に伸びております。

また、消費動向を見ましても、今では、乾シイ

タケというよりか、むしろ若い人たちは、料理

しやすいというようなこともありまして、菌床

の生産も伸びております。今、県内でもいろん

なところが菌床でも規模拡大をしております。

うちへの相談も害菌対策という相談が来ており

ますので、そういった意味では、一生懸命我々

も、原木栽培も含めてですけれども、菌床の振

興も含めて対応していきたいと思います。

ぜひ、林務の取り組みをさらに加○福田委員

速化してほしいと思います。
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もう一つ、63ページ、大気汚染常時監視シス

テムのお話がございましたが、もっと具体的に

内容をお話しいただきたい。

この微小粒子状物質につ○橋本環境管理課長

きましては、平成21年９月に新たに大気中の環

境基準が設定されたものでございます。これま

で10ミクロン以下の浮遊粒子状物質につきまし

ては、測定を行っているところでございますけ

れども、2.5マイクロメートル以下のものにつき

ましては、先ほど申しましたように、１マイク

ロメートルが１ミリの1,000分の１ということで

ございまして、極めて小さい。これは比較を申

しますと、杉の花粉が約25マイクロメートルと

いうことで、そのさらに10分の１、2.5マイクロ

メートルということでございます。杉の花粉で

も恐らく目には見えないんだと思うんですが、

さらに見えにくい本当に細かな物質でございま

す。それが呼吸器系に入りますとどんどん奥の

ほうに入ってまいりまして、ぜんそくですとか

気管支炎とかそのような気管支系の疾患を起こ

すのではないかと言われているところでござい

まして、そのための観測機器の整備をするとい

うことでございます。

それはよくわかるんですが、具体○福田委員

的に本県でそういう微小粒子物質を発生するも

のはどういうものがあるか。例えばディーゼル

車とか、今、杉の花粉とか出ましたが、そうい

う具体的なことをお聞きしないとぴんと来ない

んですが。

失礼いたしました。ただ○橋本環境管理課長

いま委員のお話の中にございましたように、こ

れは、例えば自動車の排ガスですとか工場等の

排気ガス、それから、自然的な 砂つぶ的な―

ものから出てくるものというふうに言われてお

ります。本県では、特にこれといった、ある特

定の工場から出るとか、そういうことにつきま

しては、現在わかっていないところでございま

すけれども、一般的に国のほうではそのような

ものから発生するというふうに言われていると

いうことでございます。

わかりました。それで、どこに常○福田委員

時監視システムを設置されるんですか。

実は、これにつきまして○橋本環境管理課長

は、今年度、国の事業で、国の予算におきまし

て、延岡のほうに１カ所設置する予定となって

おります。今回この補正でお願いするものにつ

きましては、都城市のほうに設置したいという

ふうに考えております。これによりまして県内

２カ所設置をすることになります。ただ、中央

部にも設置をしたいところでございますので、

宮崎市のほうにも設置をしていただくようにお

願いしております。

おっしゃったように、自動車の排○福田委員

ガスあるいは工場の排気の問題がありまして、

県都宮崎市、40万の人口ですね、この辺の排ガ

ス対策も常時監視システムの中に組み込む必要

があるというふうに感じますから、ぜひ積極的

な対応を要望しておきたいと思います。特に

ディーゼル車の問題等につきましては非常に大

きな問題だと思います。以上です。

勉強を兼ねて質問させていただき○権藤委員

ますが、今回、補正額はおおむね６億1,000万、

繰り越し明許は、今回の６億に見合うものとし

ては２億3,000万近くと２億3,900万。今回補正

で出して、時間がないから繰り越しにするんだ

という趣旨は十分わかるんですが、中を見てみ

ますと、例えば、最終期限が今年の12月25日と

いうのが結構あるんですね。こういうものを見

てみると、緊急という解釈をしたときに、自然

環境課とか環境管理課等については金額も小さ
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いからというのもあるのかもしれませんが、原

則的には９月末を目指すというもので、それが

おくれたというならまだわかるんですが……。

どうもここら辺について 私の印象でいくとゆっ、

たりしているなという感じがするんですが、そ

ういうことを含めまして、６億1,000万の中で、

（２）と（３ 、４億6,900万近くが明許費に繰）

り延べられる。それと、今言ったような趣旨で

の12月という設定がどういう検討をされたのか

ということを、総括的でもいいんですが、一つ

一つ説明せにゃいかんような理由があるんだっ

たらしていただくとして、その点をお尋ねした

いと思うんです。

、○楠原林業技術センター所長 ２ページの資料

林業技術センター管理運営事業の中で、12月に

しておりますが、当センターは、外壁塗装等い

ろいろあるんですけれども、中には研究機器が

ございまして、その中ではほとんどが特注製品

になっております。事前にメーカー等と相談等

はしておるんですけれども、そこ辺が、これか

ら受注を受けてから製作にかかるというものが

幾つかあることもありまして、当センターの場

、 。 、 、合 最大12月25日にしております ただ なお

先ほど言いました一般土木工事的な分も幾つか

ございます。そういったものでは、委託等含め

て当年度内から着手していきたいと思います。

森林整備課の県単林道事○河野森林整備課長

業、これも12月25日完成見込みとしております

が、継続して改築をやっている部分もあるもの

ですから、去年からの繰り越しで現場をやって

いるところもあります。４月以降については測

量設計をやりまして現場に入りますけれども、

できるだけ早期完成に努めていきたいというふ

うに思っております。

まず、３ページの○徳永山村・木材振興課長

林業・木材産業構造改革事業、今回５カ所、先

ほど言いました施設４カ所分と柱81本というこ

となんですが、施設の中でも12月25日までに終

わる分はあるんだろうと思いますが、一番最後

までかかって12月25日かなということでしてお

ります。施設整備につきましては市町村の補正

ということもありますので、この分が12月25日

にかかるということで 81本につきましては 23、 、

年度に早急に対応したいというふうに考えてお

るところです。

それから、２ページの木材利用技術センター

運営事業費ですが、これにつきましては、先ほ

ど林業技術センター所長の説明と同等な内容で

ございます。以上でございます。

それぞれ御説明をいただきました○権藤委員

が、やはり今回の趣旨からすると、これは検収

ベースでしょうから、こういう形にならざるを

得んのかな、あるいは工事が完了した時点での

検収報告という形で、やむを得ない面は大いに

理解するんですけれども、特に金額で、発注そ

の他については、十分な検討がされないという

ことは問題ですが、私は、極力めどとしては、

上期中ぐらいなものが補正の緊急経済対策では

。 、ないかというふうに思います ここについては

私どもも問題の指摘はできないわけですが、そ

ういう基本姿勢でもう一度精査をしていただい

て、極力本件の趣旨に沿うような形の御尽力を

お願いしたいということを申し添えたいと思い

ます。以上です。

先ほど緒嶋委員からも質問をされ○徳重委員

た項目ですけど、67ページの鳥獣被害防止対策

事業300万円、これはどういう形での配分という

のか、事業内容を具体的に教えてください。

これは、イノシシのための○森自然環境課長

電さくを実施するもの、それから、新たにシカ
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ネットについても実施しようということでござ

。 、います 市町村からの御要望をお聞きしながら

市町村と連携しながら、県が３分の１、市町村

が３分の１、受益者が３分の１という形で今後

。配分をしていこうというふうに思っております

今、宮崎県内、山村はすべてそう○徳重委員

だと思いますが、シカ、イノシシ、猿、それぞ

れ大変な被害を受けていますね。恐らくこの300

万円では到底、皆さんの要望にこたえる、県民

の要望にこたえることは不可能と思うんです。

各市町村から上がってくること、それに対して

ほんの一部の支援にしかならないんじゃないか

と思うんですが、どういう考え方ですか。そこ

辺ちょっと。

先ほども緒嶋委員のほうに○森自然環境課長

お答えしましたけれども、既に当初予算で鳥獣

保護区被害防止対策事業というのを実施してお

ります。これに上乗せというような形で追加を

していこうというものでございます。当然、環

境森林部サイドだけでの防除対策というのはと

れないものですから、現在、鳥獣被害対策のプ

ロジェクトチームをつくっておりますので、国

の補助事業といったものも、農政サイドを通じ

て市町村が実施できるものもございます。あわ

せて両部で連携しながら被害対策を打っていこ

うというふうに思っております。

それぞれ市町村に相談をされるで○徳重委員

しょう。そして、上がってきたものが相当額に

達したと。この倍あるいは３倍の要望があった

という場合はどういう考え方なんですか。

それは市町村で考えていた○森自然環境課長

だきますし、全体量が少ないわけですので、配

、分できる額というのが決められておりましたら

その分については、やはり緊急的なものから順

次やっていただくということで制限させていた

だくようなことになると思います。

それから、次のページなんですけ○徳重委員

ど、国立公園の管理事業費1,000万円ということ

ですが、国立公園、県内に幾つもあるかと思う

んですけど、国立公園ごとの配分額というのは

決まるんですか。

今回の1,000万円の枠の中に○森自然環境課長

は、霧島屋久国立公園、こちらのほうの韓国岳

の登山道の危険防護さくの設置、あるいは御池

の遊歩道の災害の防止を考えております。

67ページに治山費ということで今○星原委員

回7,300万円、この中に事項で２つ、県単の治山

事業費、県単補助治山事業費ということで6,640

万円と660万円ということで計上されているんで

す。これは国の国庫補助対象とならない小規模

な災害復旧という形で書いてあるわけですが、

今回の予算の範囲で、市町村あるいは県の関係

での治山関係で、補助事業にかからない数字の

分がこれだけで十分補いがつくのか。あるいは

まだ相当数あるんじゃないか、金額的にも箇所

的にもあるんじゃないかというふうに思うんで

すが、全体の中でどれぐらいあって、今回これ

の予算をこれぐらい組んでいるということがわ

かれば教えてほしいんです。

全体枠がどのくらいという○森自然環境課長

のはちょっとはかり知れないんですけれども、

かなり多い箇所がまだ残っております。実は平

成22年度に山地災害危険地区の調査をやってお

ります。4,400カ所ほどあるんですけれども、そ

のうち、今現在調査が上がってきておるもので

何らかの手当てが必要だというものが百数十カ

所出てきております。これは危険性・緊急性を

考慮しながら維持管理的な工事をしていかない

といけないと思っております。今回挙げており

ますのは、その中でも緊急的などうしても必要
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なもの、それから、先ほども申し上げましたよ

うに、国庫補助の該当にならないものについて

緊急的にやっていこうということで計画してお

ります。

地域においてはそういう小さい部○星原委員

、 、分が 生活の範囲とかあるいは危険の範囲でも

金額はわずかでも、そこに住んでいる人から見

。れば非常に不安な部分とかあると思うんですね

それで緊急なところを今回選んだということな

んですが、今回ので大体その辺の緊急的な範囲

はカバーできているのか、予算がなくてこの数

字の範囲でとりあえず抑えているというふうに

とったらいいのか、その辺はどうなんですか。

出先からの要望をとりまし○森自然環境課長

て、ほぼ８割方ぐらいはカバーしているという

ふうに思っております。

公共建築物等の木造化・木質化、○髙橋委員

早速取りかかってくださるみたいで感謝を申し

上げます。５ページの木造公共施設整備の木造

化が３カ所、これは多分、自治公民館だと思う

、 。んですけど あと２カ所はどこなんでしょうか

それと補助率をもう少し具体的に教えてくださ

い。

資料には高○小林みやざきスギ活用推進室長

千穂町の公民館と椎葉村役場が記載されており

ますが、これのほかに、延岡市の市立図書館、

日之影町の公民館、こちらの２点を現在調整さ

せていただいているところでございます。

それから、この施設に対する補助率でござい

ますけれども、通常、県からの施行される補助

率につきましては、建築費の２分の１、それに

加えまして、木材費につきまして助成をすると

いう予定になっております。以上です。

日之影も自治公民館なんですね。○髙橋委員

補助率２分の１で、プラス木材費まで見るとい

うことになるとかなりの補助になると思うんで

す。自治公民館に対する補助の先例があります

でしょうか。

昨年来、森○小林みやざきスギ活用推進室長

林整備加速化・林業再生事業を実施させていた

だいておるところですが、昨年度も同様の公民

館に対する助成もさせていただいているところ

でございます。

公共建築物等の木造化・木質化と○髙橋委員

いうのは国、県が関与しないと、今、14.9％で

したっけ、これを30％にするということはなか

なか難しいと思うんです。だから私はぜひやっ

てほしいと思うんです。ただ、自治公民館は大

体市町村10分の１補助なんですね。市街地にあ

る自治公民館ほど補助がなくてなかなか建て切

。 、れなかったというのがあるんです 農村地帯は

団地営農で500万とか定額がありましたから、田

舎に行くほど立派な公民館があるんです。名前

は研修センターにしていますけど。だから、あ

、る意味市街地の自治公民館の新築なり改修なり

条件はもちろん木造化・木質化というのが当然

ないといかんわけですけど、今後こういう方針

をずっと続けていかれる考えがあるかどうかを

まずお聞きしたいなと思うんです。

このたびは○小林みやざきスギ活用推進室長

補正といったようなことで資金が手当てできま

したので、こういったような格好で支援をさせ

ていただきました。今後とも、国のほうにもこ

ういった枠での助成等を要望させていただきま

して、できる限りのことで続けさせていただき

たいというふうに考えております。

最終的に自給率50％ですか、うち○髙橋委員

は具体的に公共建築物等数字も出されましたか

ら、ぜひいろんな財源を集めていただいて、今

回限りじゃなくて、今おっしゃいましたように
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いろいろと要望していきたいということですか

ら、県もぜひできる限りのことをやっていただ

きたいと思っています。以上です。

ほかございませんね。○十屋委員長

それでは、その他の報告事項について質疑は

ありませんか。

エコクリーンプラザのちょっと気○髙橋委員

になった点があったんですけど、８ページの③

に、ひび割れについては、ＪＶと下請業者間の

請負契約に関するトラブルということで、工事

が前に進んでいないような状況のことが書いて

あるわけで、それにはいろいろ公社が要請なり

指示を行っているとされていますけど、仮にこ

の指示になかなか従えずに工期が延びていった

ときに、ペナルティーというのがあるんでしょ

うか。

請負業者のほうが、○福田循環社会推進課長

当初、契約に基づいた施工なり工期なりを守っ

ていないということで、それが業者の責めに帰

すべきものということの判断が出てくれば、損

害賠償ということが行えるというふうになって

おりますけれども、そのあたりは、業者との協

議でどうなのかという判断は今後なされるとい

うふうに思います。

ほかございませんか。○十屋委員長

ＴＰＰですけど、宮崎県は２○緒嶋委員

億5,000万円しか被害がないと。実際に木材につ

いてはＴＰＰが行われておると、それだからこ

れだけの被害と。丸太の関税が10％だったらど

うなりますか。実際はもうＴＰＰが行われてお

るからこれだけ。関税が20％なら、木材の自給

率も50％になるわけですね。日本の林業の厳し

さは、ＴＰＰが木材に関しては行われておるか

ら厳しいわけです。そういう前提から言うと、

２億5,000万円しか被害がないということじゃな

く、今実際に被害があるから木材で自給ができ

ん。山村が疲弊するというのは ＴＰＰとい―

うような理解のもとで進まないと ＴＰＰが―

行われても２億5,000万円しか被害がありません

という認識が間違っておると思うんですが、ど

うですか、そこ辺は。

今回は、ＴＰＰ参○徳永山村・木材振興課長

加による被害ということで２億5,000万円を出し

ておるんですが 認識といたしましては 林業・、 、

木材産業につきましては、国際競争の中で今ま

でやってきておりますので、非常に環境が厳し

い中にあります。それは私たちも感じながら今

行政はしておりますが、されど、今後ＴＰＰが

成りますと、林業・木材産業の金額が少なく感

じられますが、少ないとは言えません。中山間

地域におきましては、林業、農業、畜産業含め

て家計が成り立っている複合経営でありますの

で、担い手対策も含めますと、やはりＴＰＰに

ついて、林業担い手が減少することも含めまし

て大きな影響があるんだろうというふうに認識

をしております。

この形が農業も同じようになって○緒嶋委員

くると、農村、中山間地は存立の基盤すら失う

と。林業の厳しさを農業で今カバーしているわ

けです。農業までこうなれば、関税がゼロにな

れば、カバーするものが中山間地にはなくなる

わけです。競争ができないわけです。丸裸で競

。 、争しろということになる 外国の規模から見て

オーストラリアは1,000ヘクタール、アメリカで

も200ヘクタールぐらい１つの農場で持っている

わけです。１ヘクタールそこそこの農業の中で

競争しろといってもとてもじゃない、林業の二

の舞を農業も強いられるようになる。そうなれ

ば、国土保全とか、多面的機能とか、環境問題

とか、温暖化防止と言いながらも、どうにもな
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らん。日本国を守ることすらできんのじゃない

か。そういうことがあるから、そういう対策す

らもないままＴＰＰに入るということ自体おか

しいというのが、私たちの認識であるわけであ

ります。特に行政も、これは大変なことだとい

う認識で取り組んでいただかなければ、流れが

そうだから仕方がありませんということであれ

ば、山村は消滅していいのかということと同じ

ことになるという気持ちがありますので、そう

いう視点で、何とかして守らにゃいかんと、中

山間地、林業を守らにゃいかんと、これ以上厳

。しくなればとてもじゃないが存立はできません

そういう環境の厳しさを踏まえながら行政を

行ってほしいということを要望しておきます。

ほかございませんね。○十屋委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、環境森林部を終了い○十屋委員長

たします。執行部の皆様どうもお疲れさまでし

た。

暫時休憩いたします。

午前11時36分休憩

午後１時０分再開

委員会を再開いたします。○十屋委員長

本委員会に付託されました議案等の説明を求

めます。なお、委員の質疑は、執行部の説明が

すべて終了した後にお願いしたいと思います。

。○髙島農政水産部長 農政水産部でございます

よろしくお願いいたします。

初めに、本日出席を予定いたしておりました

戸高農業改良対策監及び宮下国営事業対策監に

つきましては、体調不良のため、まことに申し

わけございませんが、欠席をさせていただきま

。 。す それでは座って説明をさせていただきます

まず、口蹄疫についてであります。韓国にお

ける口蹄疫の感染拡大がとまらず、１月14日時

点で殺処分対象の家畜が約150万頭となったこと

に加え、高病原性鳥インフルエンザにつきまし

ても、韓国及び隣県の鹿児島県を含む５道県で

発生が確認されるなど、いつ本県で発生しても

おかしくない状況にあります。このため、県に

おきましては、関係部局を集めた情報連絡会議

や市町村・関係団体等を対象とした防疫対策会

議を開催するなど、不測の事態に備えた防疫体

制を整えるとともに、本日御審議いただきます

海外悪性伝染病緊急対策事業を実施しながら、

空港等における水際対策など、さらなる防疫体

。制の強化を図ってまいりたいと考えております

また、先週、宮崎県口蹄疫対策検証委員会から

提出されました最終報告書を踏まえ、現在、防

疫マニュアルの見直し等に取り組んでいるとこ

ろであります。今後とも、防疫体制に万全を期

すとともに、本県畜産の再生・復興が早期に図

られるよう、全力で取り組んでまいりたいと考

えておりますので、委員の皆様方におかれまし

ても、引き続き御指導、御鞭撻のほどよろしく

お願い申し上げます。

それでは、お手元の環境農林水産常任委員会

資料を１枚お開きいただき、説明項目をごらん

いただきたいと思います。

本日、農政水産部からは、Ⅰの議会提出議案

１件、Ⅱの委員会報告事項として３つの項目を

予定しております。

資料の１ページをごらんください。議案第１

号「平成22年度宮崎県一般会計補正予算（第９

号 についてであります 今回の補正は 経済・）」 。 、

雇用緊急対策の実施及び口蹄疫復興対策等に伴

う補正であります。補正額につきましては、平

成22年度歳出予算課別集計表の中ほどの列、一

般会計の合計の欄にございますように、７億824
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万1,000円の増額補正をお願いしております。こ

の結果、補正後の予算額は、一般会計で962

億4,134万5,000円、特別会計を合わせた農政水

産部全体の補正後の予算額は、一番下にありま

すとおり、966億7,745万6,000円となります。な

お、詳細につきましては、後ほど関係課長から

説明をさせていただきます。

次に、２ページをお開きください。繰越明許

費についてでありますが、農政企画課の総合農

業試験場機能強化事業など14事業、45カ所で、

合計５億3,420万8,000円の繰り越しをお願いい

たしております。これらは、経済・雇用緊急対

策の実施に伴う補正の関係により、工期が不足

することによるものなどで、現時点で繰り越し

が見込まれるものでございます。

、 。次に 委員会報告事項についてでございます

資料の11ページをお願いいたします。このペー

ジから15ページにかけまして、ＴＰＰ参加によ

る関税撤廃に伴う本県農業及び水産業への影響

についてを、また、16ページ以降には、宮崎県

口蹄疫対策検証委員会の最終報告についてを掲

載いたしておりますが、後ほど関係課長等より

説明をさせていただきます。

私からは以上でございます。

それでは、農政企画課よ○上杉農政企画課長

り、補正予算につきまして御説明をさせていた

だきます。

お手元の歳出予算説明資料の97ページをお開

きください。農政企画課の１月補正額は、9,095

万円の増額補正をお願いしております。この結

果、１月補正後の予算額は、26億2,516万5,000

円となっております。

それでは、内容につきまして御説明をいたし

ます。次の99ページをお開きください （事項）。

総合農業試験場管理費で9,095万円の増額であり

ます。これは、国の経済・雇用緊急対策の実施

に伴う補正でありまして、総合農業試験場の試

験研究機能の強化を図るために、試験栽培用ハ

ウスの施設整備や土壌分析等の研究機器の整備

に要する経費でございます。

農政企画課は以上でございます。

地域農業推進課で○山之内地域農業推進課長

ございます。補正予算について御説明申し上げ

ます。

お手元の歳出予算説明資料の101ページをお願

いいたします。地域農業推進課の１月補正予算

額は、一般会計で１億3,687万円の増額補正をお

願いしております。この結果、１月補正後の一

般会計予算額は、右から３番目の欄にございま

すように、38億5,774万5,000円、特別会計を合

わせた全体の予算額は、40億3,855万5,000円と

なります。

103ページをお開きください （事項）農業大。

学校費１億3,687万円の増額でございます。１の

農業大学校家畜伝染病防疫緊急対策事業1,687万

円についてでございます。この事業は、県立農

業大学校におきまして、口蹄疫を初めとした家

畜伝染病の感染を二度と起こさないよう、防疫

体制を強化するため、更衣室や防疫設備を整備

するものでございます。

２の農業大学校緊急整備事業１億2,000万円に

ついてでございます。県立農業大学校は、平成

６年度に整備してから16年が経過しております

が、天井からの漏水や外壁のひび割れなど劣化

が進んでいることから、経済・雇用緊急対策と

して、屋根や外壁の修繕を実施するものでござ

います。

地域農業推進課は以上でございます。

。○郡司農産園芸課長 農産園芸課でございます

お手元の歳出予算説明資料の105ページをお開き
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ください。農産園芸課の補正額は、一般会計分

で4,000万円の増額補正をお願いしております。

この結果 補正後の予算額は 33億3,078万7,000、 、

円となります。

それでは、補正の内容について御説明いたし

ます。107ページをお開きください （事項）バ。

イオテクノロジー種苗増殖総合対策事業費

の4,000万円の増額であります。バイオテクノロ

ジー種苗増殖センターは、総合農業試験場が育

成しました優良品種等を、県内に速やかにかつ

安定的に供給する役割を担っておりますが、設

立いたしまして既に20年余りが経過しておりま

す。今回は、国の経済・雇用緊急対策の実施を

、 、受けまして 優良種苗供給施設改修事業として

県がバイオテクノロジー種苗増殖センターに貸

し付けております施設につきまして、緊急の補

修を要する箇所につきまして改修を行うもので

ございます 改修の主な内容は ウイルスフリー。 、

カンショの増殖用に使用しておりますガラス温

室の改修、黒皮カボチャの採種用に使用してお

りますハウスの改修、デルフィニウム等の花卉

の種子調整や増殖に使用する施設の改修等でご

ざいます。今回の整備により、これまで以上に

優良種苗の計画的・安定的な供給に努めてまい

りたいと考えております。

農産園芸課は以上です。

畜産課でございます。歳出予○児玉畜産課長

算説明資料の109ページをお開きください。畜産

、 、課の平成22年度１月補正予算額は 一番上の行

一般会計で１億9,728万9,000円をお願いしてお

ります。その結果、右から３列目の補正後の額

は、603億3,491万2,000円となります。

次に、111ページをお開きいただきたいと思い

ます。今回の補正はすべて新規事業でございま

す。上から５行目 （事項）肉用牛改良対策費の、

種雄牛緊急避難施設整備事業500万円の増額補正

であります。この事業は、西都市尾八重に整備

いたしました種雄牛舎について、今後も緊急避

難施設として活用するため、補強工事を行うも

のでございます。

次の（事項）養鶏振興対策費のみやざき地頭

鶏リスク管理強化事業500万円の増額補正であり

ます。これは、畜産試験場川南支場で飼養して

、おりますみやざき地頭鶏の原種鶏につきまして

リスク分散のため、現在、高原町の畜試本場で

一部飼養しておりますが、もしもの場合にも安

定的なひな供給ができるよう、増羽するための

鶏舎を整備するものであります。

次の（事項）家畜防疫対策費の海外悪性伝染

病緊急対策事業につきましては、後ほど別冊の

環境農林水産常任委員会資料で御説明いたした

いと思います。

次に （事項）家畜衛生技術指導事業費のＢＳ、

Ｅ検査施設機能強化事業800万円の増額補正であ

ります。これは、都城市高城町にありますＢＳ

Ｅ死亡牛検査施設において、搬入されました死

亡牛を一時保管するための冷凍庫の冷却機器が

腐食性ガスにより劣化したため、耐腐食性の機

器に一部更新をするものでございます。

次に、112ページをお開きください。一番上の

（事項）口蹄疫復興対策事業費のうち、１の特

定疾病フリー地域支援事業及び３の人工授精業

務停止影響緩和対策事業につきましては、後ほ

ど別冊の環境農林水産常任委員会資料で御説明

いたします。

２の肥育豚出荷遅延追加対策事業619万2,000

円の増額補正であります。これは、移動制限及

、び搬出制限により出荷適期を大幅に超えたため

販売収入が減少した養豚農家に対しまして、枝

肉重量が95キロ以上の肉豚に、既存の国の事業
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で助成されます１万1,000円に加えまして 5,000、

円を上乗せ助成するもので、国の基金から助成

される３分の２の残り、３分の１を県で助成す

るための予算を計上してございます。事業主体

は宮崎県畜産協会で、3,600頭ほどを予定してお

ります。

次の４の経営再開酪農家搾乳作業支援事業132

万8,000円の増額補正であります。これは、口蹄

疫により家畜を殺処分した酪農家につきまして

は、すべての乳牛が新規導入となりますことか

ら、経営再開当初における搾乳作業の負担軽減

を図るため、酪農ヘルパーを利用する際に実費

相当額の２分の１を助成することといたしてお

ります。事業主体は、宮崎中央地区第一酪農ヘ

ルパー利用組合等で、対象期間は、経営再開後

の搾乳開始から２カ月間で、１日当たり助成額

は4,500円としております。

次に （事項）畜産試験場管理費の１の新規事、

業、畜産試験場汚水処理施設整備事業1,312

、 、万5,000円につきましては 施設の老朽化に加え

口蹄疫の発生による稼働停止により機能が低下

した川南支場の汚水処理施設の整備を行うもの

でございます。

２の畜産試験場機能強化事業746万8,000円に

つきましては、畜産試験場の試験研究に必要な

高精度の分析機器等を整備し、研究機能の強化

を図るものでございます。

３の畜産試験場バイオセキュリティ機能強化

事業1,058万1,000円につきましては、口蹄疫を

初めとする家畜伝染病に対しまして防疫対策の

強化を図るため、畜試の本場にシャワー施設を

整備するものでございます。

また、４の畜産試験場川南支場衛生機能強化

事業101万9,000円につきましても、川南支場の

養鶏エリアに同じくシャワー施設を整備し、防

疫体制の強化を図るものでございます。

次に、別冊の常任委員会資料の３ページをお

開きください。

まず、人工授精業務停止影響緩和対策事業に

ついてであります。

１の事業の目的にありますように、口蹄疫発

生に伴い、県内全域において家畜人工授精業務

の自粛を要請したことによりまして、空胎期間

の延長による経済的な損失を受けておるため、

。その分に対する経営支援を行うものであります

事業内容といたしましては、人工授精業務の

停止により影響を受けた日数分の飼養管理経費

を助成するものであり、４ページにありますよ

うに、対象期間は、人工授精が停止した期間で

あり、宮崎市や東諸県郡、西米良村を除く児湯

郡市が４月23日から７月27日まで、それ以外の

、地域が４月23日から７月16日までとなっており

最大96日間となっております。

２に参考例を示しておりますが 例１の２月23、

日に分娩した経産牛の場合におきましては、分

、娩後60日を経過した日からが対象となりまして

業務停止初日と一致することから、７月27日の

業務停止最終日までの96日間が補助対象期間と

なります。また、例２の平成21年５月16日に生

まれた育成牛の場合は、生後425日を経過した日

からが対象となり、７月14日となることから、

業務停止最終日までの３日間が補助対象になる

ということになります。

３ページに戻っていただきまして、事業内容

、 、の②の１日当たり助成単価は 乳用牛では210円

その他が230円となっておりますが、助成金のう

ち３分の２は国の口蹄疫再生基金から補助され

ますので、今回は残り３分の１の乳用牛・経産

牛で70円、その他が77円を計上しております。

③の事業費につきましては、事業対象頭数が
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１万8,140頭で 平均対象期間を48日と見て6,609、

万6,000円となります。

予算額は、事業主体の事務費と合わせまし

て6,659万6,000円、事業期間は22年度でござい

ます。

次に、常任委員会資料の５ページをお開きく

ださい。特定疾病フリー地域支援事業について

であります。

１の事業目的にありますように、口蹄疫の被

害を受けた児湯地域において 豚のオーエスキー、

病、豚繁殖・呼吸障害症候群や、牛の白血病な

ど、特定の疾病がないモデル地域として再生す

るための家畜の導入や陽性家畜の用途変更のた

めの一部助成措置を行いますとともに、着地検

査体制の整備を行うことでモデル地域づくりを

。円滑に進めるための支援を行うものであります

６ページをごらんいただきたいと思います。

事業の仕組みといたしましては、豚では清浄地

域から繁殖豚を導入した上で、導入後、さらに

これらの豚の検査を実施し、陰性豚のみを農場

内で飼養することとしております。肉用牛につ

きましては、児湯家畜市場の清浄化を目指すこ

ととしております。家畜市場に上場予定の子牛

の検査を事前に実施いたしまして、陰性子牛の

みを上場させることで家畜市場の清浄化を図る

ものでございます。乳用牛につきましては、県

外から牛を導入した時点で検査を実施し、陽性

が確認された場合、隔離飼育を行いながら搾乳

を実施し、その後なるべく早く廃用していただ

くよう、農家への指導を行います。

５ページに戻っていただきまして、事業主体

は、畜産協会及び県としております。

事業内容といたしましては、①で清浄地域か

らの豚の導入経費の一部助成として、１頭当た

り上限１万4,500円を、②で抗体陽性牛の用途変

更に伴う差額の一部として１頭当たり上限10万

円を、③で抗体検査を実施するための民間獣医

師の技術料、④で家畜保健衛生所で実施する抗

体検査に要する経費を措置するものでございま

す。

予算額は 4,076万2,000円で 事業期間は 22、 、 、

年度であります。

次に、７ページをお開きください。海外悪性

伝染病緊急対策事業についてであります。

１の事業目的にありますように、本県での口

蹄疫が終息した後も、韓国では口蹄疫や高病原

、 、性鳥インフルエンザの発生が続いており また

国内におきましても、高病原性鳥インフルエン

ザが確認されており、県内への侵入も危惧され

ているところであります。このため、水際対策

として、空港や港での消毒の徹底や農場でのウ

イルス侵入防止を図るため、啓発チラシを作成

するとともに、消毒機材等の整備について支援

を行うものであります。

８ページをごらんください。口蹄疫対策とい

たしまして、空港やホテル、ゴルフ場における

消毒薬の助成を行いますとともに、下段に啓発

チラシのイメージを示しておりますが、このよ

うなチラシを日本語やハングルなど４カ国語で

作成し、侵入防止を呼びかけます。また、農場

段階では、牛・豚飼養農場すべてに消毒薬を配

布するとともに、農場入り口における車両消毒

ゲートの整備を行い、踏み込み消毒や車両消毒

の徹底を図っていくことといたします。

さらに、高病原性鳥インフルエンザ対策とい

たしまして、養鶏場により細かい編み目の防鳥

ネットの整備を行うとともに、石灰散布用機材

の導入により効果的な消毒を行うことでウイル

スの侵入防止を図ってまいります。

７ページに戻っていただきまして、これらに
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かかる経費といたしまして、口蹄疫対策で1,921

万8,000円、高病原性鳥インフルエンザ対策とし

て1,300万円の、合わせて3,221万8,000円を計上

しております。

事業期間は、22年度としております。

畜産課は以上でございます。

。○宮川農村整備課長 農村整備課でございます

お手元の平成22年度歳出予算説明資料の113ペー

ジをお開きください。当課からは、口蹄疫復興

対策及び経済・雇用緊急対策といたしまして、

１億8,084万6,000円の増額補正をお願いしてご

ざいます。その結果、１月補正後の平成22年度

予算額は、131億6,820万5,000円となります。

それでは、補正の内容につきまして御説明い

たします。

１枚めくっていただきまして115ページをお開

きください。まず、上から６行目でございます

けれども （事項）農業農村振興対策事業費の家、

畜防疫体制基盤強化事業、これにつきましては

新規事業でありますので、後ほど別冊の常任委

員会資料で御説明いたします。

中ほどの（事項）土地改良管理費でございま

すけれども、これにつきましては、県営土地改

良事業により造成した農道やため池などの補修

を行う経費といたしまして、7,300万円の増額補

正をお願いしております。

その下の（事項）県単土地改良事業費でござ

いますけれども、国庫補助事業の対象とならな

い小規模な農道整備やかんがい施設の整備など

を行う経費といたしまして、7,034万6,000円の

増額補正をお願いしてございます。

続きまして116ページをお開きください （事。

項）農地海岸保全事業費では、農地海岸の維持

修繕を行う経費といたしまして、3,000万円の増

額補正をお願いしてございます。

続きまして、新規事業について御説明いたし

ます。別冊の常任委員会資料、９ページをお開

きください。家畜防疫体制基盤強化事業でござ

います。

１の事業目的でございますけれども、今回の

口蹄疫防疫対策の課題といたしまして、例えば

移動制限区域内の飼育頭数や農家戸数の情報収

集、あるいは埋却地の位置確認等に時間を要し

たことが挙げられます。このため、これらの課

題を踏まえまして、現場において農場の的確な

位置の確認と情報の効率的な収集を行うための

衛星を活用いたしましたＧＰＳシステムの整備

とともに、現場との迅速かつ確実な初動防疫体

制を整備するため、テレビ会議システムを導入

、 。し 家畜防疫体制の強化を図るものであります

、２の事業の概要についてでありますけれども

予算額750万円をお願いしております。

事業期間につきましては平成22年度、事業主

体は県でございます。

右ページをごらんください。まず、上段のＧ

ＰＳシステムの整備ですが、左下に示しており

ますけれども、宮崎県土地改良事業団体連合会

が既に整備しております航空写真、地形図等か

ら成る農地地図情報、通称「水土里情報システ

ム」と呼んでおりますけれども、このシステム

を活用いたしまして、県内農場の状況調査等の

農場訪問の際に、パソコンの図上で農場等の場

所の確認と農場等の情報を現場で直接入力でき

るように、ＧＰＳ受信機及び持ち運び用の専用

パソコンを、西臼杵支庁及び各農林振興局の７

カ所に整備し、迅速かつ効率的な農場や埋却地

の情報収集体制を整備するものでございます。

それから、下段のテレビ会議システムの整備

でございますけれども、家畜防疫体制の強化を

図る上で、上段の情報システムの整備とあわせ



- 21 -

まして、出先機関を含む現場との迅速かつ確実

な初動防疫等の情報共有体制の整備が重要であ

るということから、本庁の農政企画課、畜産課

と家畜保健衛生所、３カ所とを結ぶテレビ会議

。システムをあわせて導入するものでございます

農村整備課からは以上でございます。

。○鹿田水産政策課長 水産政策課でございます

お手元の歳出予算説明資料の117ページをお開き

ください。当課の補正予算額につきましては、

一般会計で2,404万5,000円の増額補正をお願い

しております。この結果、１月補正後の予算額

は、右から３番目の欄にありますとおり、一般

会計と特別会計を合わせまして19億1,012万円と

なります。

補正の内容につきましては、次の119ページを

ごらんください （事項）水産試験場管理費。

。の2,404万5,000円の増額補正となっております

こちらは、説明欄にありますとおり、経済・雇

用緊急対策の実施に伴う補正でございます。具

体的な内容ですが、水産試験場緊急施設整備事

業としまして、特に老朽化が進んでおり、対応

、が必要となっております親魚棟骨材等補修工事

飼育実験棟冷凍設備改修工事等の内容となって

おります。

水産政策課は以上でございます。

。○山田漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課です

お手元の歳出予算説明資料の121ページをお開き

ください。漁港漁場整備課の１月補正額は、一

般会計で3,824万1,000円の増額補正をお願いし

。 、 、ております この結果 １月補正後の予算額は

右から３番目の欄にありますように、35億3,750

万9,000円となります。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。123ページをお開きください （事項）栽培。

漁業定着化促進事業費の3,824万1,000円の増額

についてであります。これは、経済・雇用緊急

対策の実施に伴い、新規事業、栽培漁業施設緊

急整備事業を実施するものであります。具体的

には、延岡市にあります県有の栽培漁業施設に

おいて、老朽化した海水ろ過施設や井戸ポンプ

等の取りかえを行うほか、屋外産卵槽の補修及

び上屋の防錆塗装などを行い、種苗生産施設の

機能保全強化を図るものでございます。

漁港漁場整備課は以上です。

続きまして、委員会の報○上杉農政企画課長

告事項のうち、ＴＰＰ参加による関税撤廃に伴

う本県農業への影響について御説明をいたしま

す。資料につきましては、お手元の環境農林水

。産常任会資料の11ページからとなっております

、 （ ）まず初めに ＴＰＰ 環太平洋経済連携協定

につきましては、御承知のとおり、昨年11月に

国におきまして、包括的経済連携に関する基本

方針が決定され、この中で、国内の環境整備を

早急に進めるとともに、関係国との協議を開始

するといった位置づけになったところでござい

ます。本日は主に、ＴＰＰ参加による関税撤廃

による影響試算につきまして御説明をさせてい

ただきます。

11ページの下のほうの２、関税撤廃による農

産物への影響についてからごらんいただきたい

と思います。

昨年10月末に国が公表いたしました影響試算

の方法によりますと、関税率が10％以上でかつ

生産額が10億円以上の19品目につきまして試算

を行っているところでございます。その際、12

ページの一番上の丸にありますとおり、輸入品

と競合する国産品は、輸入品に置きかわること

。として試算が行われているところでございます

例えば、国産米の90％や乳製品の全量、また、

牛肉全体の75％を占めます３等級以下のものが
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輸入品に置きかわるとともに、輸入乳製品の急

増によりまして行き場を失った北海道の乳製品

向け生乳が、都府県の飲用向けに供給される結

果、都府県の生乳生産はプレミア牛乳向けを除

。いて消滅するものとして試算をされております

また、その下の丸にありますとおり、輸入品と

競合しない国産品につきましても、安価な輸入

品の流通に伴って価格が低下するものとして試

算がなされております。このような基本的な考

え方に基づく試算結果につきましては、その下

の③にありますとおり、国全体で年間4.1兆円程

度の農産物の生産が減少するとともに、その下

の④にありますとおり、食料自給率が現在の40

％から14％に低下するものと見込まれておりま

す。

、 、次に 本県農業への影響試算につきましては

一部本県の生産実態を踏まえまして独自の数値

を使用してはいますが、基本的には、以上のよ

うな国の影響試算の方法に準じて行っていると

ころでございます。

まず （２）の①のアにございますとおり、米、

につきましては、先ほど申し上げましたが、本

県生産額のすべてが減少するものと見込んでお

ります。次に、イにありますとおり、牛乳につ

きましては、バター、脱脂粉乳、加工乳等の乳

、製品が価格の安い輸入品に置きかわることから

これら乳製品に仕向けられている分につきまし

て生産が減少するとともに、飲用牛乳につきま

しては、学校向けなどを除き、北海道産のもの

に置きかわるものと見込んでおります。また、

、 、ウにありますとおり 牛肉などにつきましては

先ほど国の試算では牛肉の全体の75％と申し上

げましたが、本県試算では、牛肉全体の64％を

占める３等級以下のものが輸入品に置きかわる

とともに、４等級以上のものにつきましても価

格が低下すると見込んでおります。さらに、13

ページの上のほうのエにございますとおり、豚

肉や鶏肉などにつきましては、国の影響割合に

応じて本県産出額に案分して影響額を試算して

いるところでございます。

このような結果、その下の②にございますと

おり、全体で1,529億円の生産額の減少を見込ん

でいるとともに、その他、その下の③、また④

にございますが、産業連関表を用いて算出され

ます関連産業への影響額が832億円、また、関連

産業をも含めた雇用への影響が３万5,000人と試

算をしているところでございます。さらに、⑤

にございますとおり、農業の多面的機能への影

響といたしましては、全国の影響額である３

兆7,000億円に全国に占める本県の割合を掛けま

して、614億円と見込んでいるところでございま

す。

ＴＰＰ参加による関税撤廃に伴う本県農業へ

の影響についての説明は以上でございます。

委員会資料の14ページを○鹿田水産政策課長

ごらんください。ＴＰＰ参加によります関税撤

廃に伴う本県水産業への影響について御説明さ

せていただきます。

２の関税撤廃措置による水産物の影響につい

てから御説明させていただきます。２の（１）

の水産庁の影響試算につきましては、サケ・マ

ス類やカツオ・マグロ類など 国内の生産額が10、

億円以上で、かつ関税率の高い主要13品目を対

象として試算されております。その考え方につ

きましては、農業の試算と原則的には同様な考

え方なんですが、例えばカツオ・マグロ類につ

きましては、下級缶詰とカツオブシが輸入の原

材料、輸入の生産品に置きかわり、生産量の30

％が減少する。また、アジ・イワシ類につきま

しては、加工向けが輸入品に置きかわり、生産
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量がそれぞれ52％及び50％減少する。ウナギに

つきましては、業務用が輸入品に置きかわり、

生産量が64％減少する等となっております。こ

れらの試算の結果につきましては、水産物の生

産減少額を4,200億円程度と見積もられてござい

ます。

（２）の本県における影響試算についてでご

ざいますが、アジ、サバ、イワシ、ウナギにつ

きましては、国の減少額試算を本県の生産量の

全国シェアで案分して産出しております。その

結果、これら品目における減少額は約56億円と

なりまして、具体的な計算式につきましては資

料にお示ししているとおりでございます。

次のページですけれども、カツオ・マグロ類

、 、につきましては 水産庁の考え方に準じまして

本県の用途別出荷割合を勘案しまして算出して

おります。その結果、この品目における減少額

は約12億円となり、その具体的な式につきまし

ては記載しているとおりでございます。

これら品目の生産減少額を合計いたします

と68億円程度となりまして、これが本県生産額

への影響となります。

また、③、④にございますが、関連産業への

影響額につきまして、産業連関表を用いまして

試算しております。これによりますと、漁業生

産額が68億円減少した場合、本県全体で31億円

の追加的な影響があると予測されます。また、

就業・雇用への影響につきましては、約1,000人

程度の雇用に影響が出るという結果になってお

ります。

以上で説明を終わります。

委員会資料の16ページ○岩﨑家畜防疫対策監

をごらんください。宮崎県口蹄疫対策検証委員

会の最終報告の概要について御説明申し上げま

す。

まず、１の主な活動の経緯でございますけれ

ども、検証委員会では、合計５回の会議が開催

、 、され 現地調査やヒアリング調査等を踏まえて

先週金曜日に調査報告書が公表されたところで

ございます。

次に、２の調査報告の概要についてでありま

すが １ の構成につきましては 本文が５章97、（ ） 、

ページから成り、各章のタイトルはそこに記載

されているとおりでございます。また、関連資

料としまして、一連の対応状況や組織体制、県

議会からの提言等を182ページにわたって添付さ

れております。

次に （２）の検証結果の要旨でございますけ、

れども、全部で７つの柱と42の項目から成り、

その主な内容は次のとおりでございます。

、 、まず ①の感染源や感染経路につきましては

発生農場について、国の疫学調査では６例目の

農場を初発と推定しているのに対し、詳細に調

査した結果、７例目の大規模農場の可能性も否

定できないため、この両方に初発の可能性があ

るとされております。また、感染原因やルート

につきましては、人や物の動き等を徹底的に調

査するため、発生農場への強制的な調査権を与

えるべきとの提言がされております。

17ページをお開きください。次に、②の発生

前の防疫対策でございますけれども、３つ目の

段でございますが、国家防疫の観点から、徹底

した水際対策を求めるとともに、詳細な情報伝

達や日常的な注意喚起、早急な埋却用地の確保

や情報管理のシステム構築に努めること等が提

言されております。

次に、③の早期発見・早期通報につきまして

は、国の疫学調査では、１例目の感染が確認さ

れた４月20日の時点で既に10カ所以上の農場に

感染が広がっていたことが判明しており、この
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ことが被害拡大につながったものと考えられる

こと。また、今回の初期の症状が従来の典型的

なものではなかったことから、今後は少しでも

疑いがあれば検体を送付することとし、その際

には検体レベルに応じて市場の閉鎖等の扱いを

区分するといった措置も必要であるということ

が提言されております。

次に、④の初期対応の判断と対処につきまし

ては、殺処分や埋却作業において、埋却用地の

確保や殺処分の方法等について事前に十分な準

備をしておくこと、また、市町村とも連携し、

より効果的な作業マニュアルを策定すること、

さらに、消毒ポイントの設置や移動搬出制限の

設定についても再検討する必要があるとの提言

がされております。

次に、18ページになりますが、⑤の蔓延期の

判断と対処につきましては、殺処分や埋却作業

について、作業に必要な体制や現場リーダーの

育成を検討すべきこと、また、防疫訓練におい

てシミュレーションを行っておくこと。また、

４段目になりますけれども、ワクチン接種につ

きましては、範囲設定のあり方等十分に検討す

べきであること等の提言がされております。

、 、次に ⑥の県の危機管理体制につきましては

今後は、発生段階で、農政水産部を中心に関係

部局の職員が同じフロアに集まり、的確な戦略

を立てて実行できる体制を迅速に構築すべきで

あること。また、２段目の現地対策本部につき

ましては、トップには幹部職員がついて、一定

の権限や責任を持って市町村や関係機関との円

滑な調整が行われるようにすべきであることの

提言がされております。

さらに、19ページになりますけれども、畜産

試験場等の公的機関においても口蹄疫が発生し

たことから、今後は 「こうすれば感染しない」、

、という模範例を県内の畜産農家に示すとともに

具体的な方針を早急に策定すべきとの指摘がな

されております。また、２段目の種雄牛につき

ましては、特例措置を行ったことについて賛否

両論の意見がある中で、今後は危機管理の観点

から、種雄牛の分散管理を行うこと。さらに、

３段目の非常事態宣言につきましては、状況に

応じて規制レベルや範囲を設定することが必要

であるとの提言がされております。

次に、⑦の国や市町村、団体等との連携につ

きましては、現行の体制では、いざ口蹄疫が発

生した際には非常に困難を伴う仕組みとなって

いるため、今後は国家防疫の観点から、国が一

切の責任と判断で対処し、その指揮命令下に地

方自治体が協力する体制とすること。また、３

段目の市町村や団体等の関係においても、今後

は、県の対策本部に市町村担当を配置したり、

関係機関や団体の同席等を検討すべきであると

の提言がされております。

最後に、20ページになりますけれども （２）、

の二度と同じ事態を引き起こさないための提言

では、全体のまとめとしまして、①の基本的方

向性の中で、海外、特に韓国における発生状況

を見ると、今回、宮崎で起きた事態はいつでも

どこでも再び起こり得るということを前提とす

る必要があるとした上で、アの水際対策、イの

防疫対策、ウの早期発見・早期通報、エの迅速

な防疫措置の４点が重要であると提言されてお

ります。その上で、②の宮崎県への提言につき

ましては、日本有数の畜産県として日本一の防

疫体制を構築すること。今回の反省に立った危

機管理体制の確立を図ること。全国のモデルと

なる新しい畜産を希求すること。また、③の国

への提言につきましては、水際対策について先

進国並みの対策を早急に講じること。感染原因
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や感染ルートの解明につきましては、徹底した

調査を行い公表すること。国と県の役割分担に

ついて、権限や責任の所在を明確にし、有事の

際にも的確に対応できるよう体制を確立するこ

と。さらに、21ページになりますけれども、④

の畜産農家への提言といたしましては 「みずか、

ら守る。自分の農場や地域には決して感染させ

ない」という強い意思を持って、主体的な対策

を講じること。飼養衛生管理基準などの内容を

熟知し、必要な措置を励行すること。地域全体

の防疫レベルの向上に努力すること等が求めら

れております。

３の今後の予定でございますけれども （２）、

の県の対応につきまして、１月14日、早速、口

蹄疫対策本部会議を開催し、本部長である知事

から、報告書の内容を踏まえ、農政水産部を中

心に、全庁的にしっかりと対応するよう指示が

あったところでございます 今後は 防疫マニュ。 、

アルの改定作業や危機管理体制の強化に取り組

むとともに、国に対しましても、提言・要望を

行っていくこととしております。

私からは以上でございます。

ありがとうございました。執行○十屋委員長

部の説明がすべて終了いたしました。まず、議

案について質疑はありませんか。

今回の補正については、口蹄疫関○福田委員

連の対策費がかなり出ておりますが、それとあ

わせまして、今、口蹄疫関連の検証の説明もい

ただきました。これと予算と対峙させながら考

えまして、今回の補正で、当面必要と思われる

機材あるいは防疫体制の設備は完備すると考え

ていいのかどうか、この全体の予算から見て。

ちょっと教えてほしいんですが。

今回１月補正でやります防疫○児玉畜産課長

関係の機材等につきましては、２月、３月で整

備できる分を上げておりまして、特に農場の消

毒施設等につきましては 23年度は 県がつくっ、 、

ております２分の１補助つきリースと同じ仕組

みの事業を国がつくっておりますので、そちら

のほうで対応していきたいというふうに考えて

おります。23年度事業等であとは充実させてい

きたいというふうに考えております。

、○福田委員 行政には予算制度がありますから

民間のようにやみくもにできないことはよくわ

かるんですが、今の隣国、韓国の状況を見ます

と、必要最小限の体制はつくっておかないとま

たえらい目に遭うと、最近こういう気がしてな

りません。検証委員会の内容等と予算と比較し

ながら、これだけ大事な問題が列挙されており

ながら、本県としては本当に体制ができるのか

、 。なと そういう気持ちでいっぱいでございます

今は小康状態でありますから、生産者も気持ち

的にどちらかというと再生・復興で頭がいっぱ

いですね。しかし、防疫体制をしっかりやらな

いとまたつらい目にお互い 今度本県で発生―

しますと、宮崎県の行政、財政、すべてが立ち

直りができないような状態になるんじゃないか

という心配をいたしておりますから、ぜひ、今

回の補正、あわせて本予算、しっかりした体制

を早急に、前倒しをするような気持ちで取り組

んでいただきたいと思います。これは時宜を得

た必要な施設ですから、早急に整備あるいは執

行をお願いしたいと思います。

それから、今度は部門が違いますが、107ペー

ジ、バイオテクノロジー種苗増殖センター、私

は毎日あの辺を通るんですが、築後20年とおっ

しゃいましたね。施設がかなり古くなっており

ます。どちらかといいますと、今、本県のカン

ショのウイルスフリーの苗を主体としたものが

供給されていまして、それに、本県で開発され
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た黒皮とかニガウリ、イチゴをやっておられま

すが、農業試験場が全面リニューアルしました

から、特に比較をしますと施設の老朽化を感じ

ます。バイオテクノロジーという名称がつくか

らには、それにふさわしい施設を整備する必要

があると思います。特に本県においては、口蹄

疫発生で、農業部門による品目の転換も一部図

らなくてはいけない状況にありますから、ぜひ

これを機に、今回はわずか4,000万円程度の施設

整備ですが、これは県と市町村と関係団体で組

織した団体でありますから、県が主導権を持た

ないとお金もありません。ぜひ取り組んでいた

だいて、口蹄疫関連の再生・復興の一助になる

直接は関係ありませんが 品目転換等の― ―

ことを考えますと、この辺がしっかりしないと

できませんから、本予算等でもさらにしっかり

したものを組んでいただきたい、このように考

える次第であります。いかがでございましょう

か。

バイオテクノロジー種苗○郡司農産園芸課長

増殖センターは、昭和63年の設置でございま

す。20年余というふうに申し上げましたが、長

きにわたって、委員御指摘のとおり、特にカン

ショのウイルスフリー苗の供給であるとか、試

、 、験場で育成しました野菜 花の優良種子の増殖

これに大きな役割を果たしてきたと思います。

今回、緊急を要する部分については修繕をする

ということなんですけれども、長期的な視野で

見ますと、この施設が今後どうあるべきか、こ

れについては、出資をしていただいております

市町村も含めて十分検討していく必要があると

いうふうに考えていますので、またいろいろ議

論をしてまいりたいというふうに考えておると

ころです。以上です。

海外悪性伝染病緊急対策事業、こ○緒嶋委員

の前、我々も７名で宮崎空港の防疫体制を伺っ

、 。たんですが 靴底消毒が中心であるわけですね

靴底だけを消毒しておれば口蹄疫は防げるわけ

ですか。

もちろん靴底だけで口○岩﨑家畜防疫対策監

蹄疫が防げるとは思っておりませんけれども、

オーストラリア等で一時期、ミスト等使った人

体への消毒のことも検討されたみたいですが、

世界的には、そういう形で人体までの消毒、い

わゆるミストによる散布については実施されて

いないというふうに聞いております。

国の防疫体制、水際で日本に口蹄○緒嶋委員

疫が入ってこなければ口蹄疫対策は必要ないわ

けですね、各農家も。しかし、それがやむを得

んから、それぞれ県段階、市町村段階、農家段

階で対策を立てにゃならんわけですけど、水際

対策の充実が一番重要だと思うんです。入って

きてからの対策も当然重要ですけれども、そう

なればこれは国のほうでやらんと、県段階では

限界もあるだろうと思うんです。空港なんかに

しても。それと、国際線だけであれだけの対策

をやるなら、国内線も含めて、これは宮崎空港

だけではどうにもならないわけで、全国的な空

港すべて、港湾も含めて徹底したものをやらな

ければ、宮崎県は口蹄疫で被害を受けておるか

ら、我々は大変認識はあるわけですけど、ほか

の県はそうまでないんじゃないか。しかし、こ

れだけ対策を立てながらまた宮崎県に入ってく

るかもわからんわけですね。そうなりますと、

靴底を含めて、国家防疫、家畜防疫法の関係か

ら、やはり靴底だけでは限界があるという前提

のもとに、国に何か対策を関連の中で要望はさ

れておるわけですか、ここあたりは。

水際対策につきましては、再○児玉畜産課長

三国のほうには強化するように要望してきてお
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ります。動物検疫所も、靴底消毒の徹底であり

ますとか、ゴルフシューズの泥を落として消毒

薬につけるといったようなことをやっておりま

すし、また、出国エリアあるいは航空機内でも

ウイルスの侵入防止のための呼びかけをしてお

ると、そういったことも国のほうからの指示で

今やられておるというふうに聞いております。

それから、宮崎空港は別なんですが、関空と成

田は、検疫犬を使って肉製品の持ち込み等を防

止するための対応もとっておるというふうに聞

いております。この前、私も行ったんですが、

動物検疫所の所長が来ておりましたけれども、

現在やれる範囲のことはすべてやっております

というようなことでお話は伺っております。

当然やれる範囲でないと仕方がな○緒嶋委員

いという意味はわかるわけですけど、これは国

際的な問題でもあるわけですね。オーストラリ

アとかニュージーランドはまだ厳しい防疫体制

をとっておる。これは国際的な問題の中で考え

ないと、人権の問題もあるわけです。噴霧する

ことでいろいろ問題もあるし、クレームがつく

おそれもあるということで、これはなかなか難

しいと思うんですけれども、世界的にこれだけ

口蹄疫が蔓延すれば、国際的な問題の中で解決

していかないと、県と空港とかだけではどうに

もならないということを考えれば、国の責任が

最も重大であろうと思うんです。そのあたりを

強く要請していかなければならないというふう

に思います。どれだけやっても万全の対策とい

うのはあり得んと思うんです。ウイルスが我々

にはわからんわけですから、どこについてくる

かわからんわけです。やれる対策は何でもやる

というような前提のもとに進んでいかないと、

二度あったことは三度という可能性もないとは

言えないわけですので、農家の皆さんから見れ

ば、これを一番先にやってほしいと。個々の農

家に対策を立てろといっても、入ってきてから

の農家の対策というのは限界があるわけですか

ら、水際対策に対する強化を強く今後とも求め

ていただくということを強くお願いしておきま

す。

林務でも申し上げたんですが、１○権藤委員

ページ目、２ページ目の表を読みますと、補正

額が７億800万円、今期中に検収可能な金額は１

億7,400万円ぐらいかなと思いますが、繰越額が

５億3,400万円。８月末というのは2,687万円と

いうようなことで、全体を見てみますと、今か

ら取りかかる作業ですから、やむを得ないとい

う点はあろうかと思いますが、緊急経済対策と

か雇用対策というような趣旨からして、発注そ

の他検収も含めて、上期検収ができない理由が

あるんだろうと思いますが、そういうものを目

指さないと、経済効果という期待が薄いのでは

ないかという気もいたしますし、皆さん方に、

慌ててやって誤謬があっていいということは言

いませんけれども、そこら辺は、タイムリーな

経済対策だろうと思います。議論はしませんけ

れども、十分にしんしゃくしていただいてその

推進方に努めていただけるようにぜひ要望して

おきたいということを申し上げます。

今のは要望ですね。ほかござい○十屋委員長

ませんか。

新規事業の５ページの特定疾病フ○髙橋委員

リー地域支援事業ですけど、昨年からいろいろ

と議論されていたことの事業ですが、この事業

内容の特徴として、特別な手だてをするわけで

すから、ここで生産をされる豚、牛については

付加価値がつくということの認識をしていいで

すよね。ということは、高く売れる、そういう

システムになろうかと思うんですが、見解をお
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願いします。

特定疾病フリーにしてしまえ○児玉畜産課長

ば、間違いなく付加価値は上がってくるという

ふうに考えております。

したがいまして、申し上げました○髙橋委員

ように、高く売れるということですから、生産

者にとっては大変有利な事業でありまして、皆

さん方のほうにも、他の地区の畜産業の方々か

らいろいろと声も上がっているんじゃないかと

思うんです。県内で地域ごとによって差別化さ

れてしまうわけで、モデル事業だから、モデル

地域だから、この性格はわかるにしても、しか

し、同業者の方々からしたときに、うちにもこ

ういった事業をということで声が、今は少ない

かもしれませんが、どんどんこれが広まってい

けば出てくると思うんです。これは財源が伴う

ことですから、一概に、わかったということに

はならんとでしょうけれども、モデル地域だか

、 、 、ら モデルを目指して あとは知りませんよと

これを目指して皆さん方、自分のところでやっ

てくれということを言われても、なかなかそう

簡単にできないことでありますから、今後の大

まかな方針として、宮崎県が目指す畜産はこう

いうものだよという方向性でもあれば、答弁い

ただきたいと思います。

確かに委員が言われましたよ○児玉畜産課長

うに、児湯地域のモデル地域がうまく進んでい

けば、そういった声は当然出てくるというふう

に考えております。この事業をやるには、委員

も言われましたように、相当な財源がかかると

いうことになります。付加価値がつく、生産性

も向上するというようなことでありますので、

生産者のほうから、ある程度金を積み立てるな

り何なりというような方向でそういったシステ

、 、ムを 県内全域からそういった声が出てくれば

そういった事業の仕組みというのを改めて検討

していく必要があろうかというふうに思ってお

。 、 、ります 基本的には 児湯地域でうまくいけば

これは県内全体に広めていきたいというふうに

考えておりますけれども、そのためには別途そ

の仕組みを考える必要があるだろうというふう

に考えております。

よくわかりました。よろしくお願○髙橋委員

いします。

ほかございませんか。○十屋委員長

補正の追加事業ということで、先○徳重委員

ほど権藤委員がおっしゃったわけであります

が、12月までというこのことですが、新年度予

算とこの補正との兼ね合いというのかな、一緒

にやっていくという事業も幾つかあるもので

しょうか。それぞれの事業、追加事業のことで

す。

全体的なことをお答えい○上杉農政企画課長

たしますと、特に畜産の防疫関連の事業で、と

りあえず急ぐべきものを１月補正の今回の補正

予算の中で打ち出していくと。新年度の事業に

つきましては、今、予算編成をしているところ

でございますので、そういった中で必要なもの

があれば、新年度の中で４月以降のものとして

構築していくものを必要に応じてやっていくと

いうことで考えております。

これは補正ということで仕事をし○徳重委員

ていくが、新年度予算は別途に考えていくとい

う理屈でいいのか。そういう考え方で。

新年度のものは今策定を○上杉農政企画課長

しているところでございますので、詳細はまだ

定まっていないんですけれども、例えば防疫関

連の事業の中で、引き続き新年度もやっていく

ものにつきましては、必要に応じて予算措置を

していただくということで考えていかなくては
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ならないものも出てくると考えています。

私は、この補正の金額では足らな○徳重委員

いと、もうちょっと充実すべきだという事業が

出てくることは間違いないと思うんです。それ

が、12月までこの事業だけを引っ張っていくと

いうようなことになると、新年度事業の予算が

うまく組めないんじゃないかという気がするも

。 、 、 、のですから あと 新年度予算も 補正も６月

９月と出てくるわけですけど、そこ辺はもう

ちょっと急いで、緊急事業ということであれば

早くこれを完了させると。12月になるんじゃな

くて、少なくとも６月ぐらいまでには、あるい

は９月ぐらいまでには完成させるぞというよう

な努力が見えないといけないんじゃないか ずっ。

と引っ張ればいいということじゃないと思うん

ですが、いかがでしょう。

繰り越しの件につきまし○上杉農政企画課長

ては、先ほど権藤委員から同様の御指摘があり

まして、この補正予算の大もとになります国の

予算につきましては、円高等の緊急経済対策を

もとにやっていますので、完成予定年月日を12

月まで引っ張って、ぎりぎり引っ張れるところ

までということであるんですけれども、もとも

との趣旨である経済対策ということを踏まえれ

ば、早期に発注していくようなことでやってい

。かなくちゃいけないというふうに考えています

関連なんですけど、午前中の他の○髙橋委員

委員会で議論になったらしいのでちょっと思い

、 、出しましたが 発注が４月になるということで

緊急なんだから何でもうちょっと手前にできな

いのかということだったらしいんですが、農政

の場合どうなっているんでしょうか。

ここに全部で14事業繰り○上杉農政企画課長

越しのものがございますけれども、発注の時期

が４月なのか、もうちょっといくのか、把握し

ていないんですけれども、できる限り早く、先

ほど言いましたけれども、経済・雇用対策とい

うことですので、早目にやりたいというふうに

考えております。

おっしゃるように早目にやらない○髙橋委員

かんわけで、せっかく補正でやる、そして、そ

の名のもとは経済・雇用緊急対策ですから、少

しでも早く発注をしてお金が回るようにという

ふうなことでお願いしたいと思います。いいん

でしょうか。

答えを求めますか。先ほど答え○十屋委員長

は出ましたけれども、できるだけ早くやるとい

うことで。

できるだけ早くとおっしゃいまし○髙橋委員

たので、お願いします。

ほかございませんか。○十屋委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、その他の報告事項に○十屋委員長

移りたいと思います。

11～12ページのＴＰＰのことで、○権藤委員

自家消費ということに対する考え方はどんなふ

うになっているんだろうか。考え方だけ聞けば

よろしいんですが。

先ほど御説明申し上げま○上杉農政企画課長

した、もともと国が考え方を出して、それに基

づいてやっているわけですけれども、あくまで

も農業産出額という形で出しておりますので、

要するに販売しているものですね、ですから、

自家消費の部分につきましては、こちらの影響

の試算の中には入っていないということになっ

ています。

生産額とか出荷額というのに自家○権藤委員

消費は入っていないんですか 入っているんじゃ。

ないかと私は思うんだけど。

すみません、訂正を。産○上杉農政企画課長
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出額という概念ですので、自家消費の額として

は入っているんですけれども、今回の試算をす

るに当たっては、そこは無視した形で影響額を

出しているということでございます。

11ページから15ページまでＴＰＰ○星原委員

問題を取り上げて、本県の農業とか漁業に対す

る影響ということで今回は説明を受けているの

で、それはそれでいいんですが、今の菅政権の

中では、６月ないし11月ごろまでには何らかの

方向性を示すような形になっていきますね。そ

うすると、近い将来、かなり確率性の高い形で

そうなるんじゃないかと予測するわけです。そ

ういう予測の中で、宮崎県は第１次産業で成り

立つ県でありますから、そうなった場合に、こ

のことがそういう方向に進むということを想定

しての考え方とか取り組みとか、何らかその状

況に今入りつつあるのか、こういう影響の問題

だけを主体にして考えている状況なのか、その

辺のところをお聞かせいただくとありがたいん

ですが。

先ほど御説明いたしまし○上杉農政企画課長

たが、昨年決定しました国の基本方針では、関

係国との協議を、いろいろ経緯があって協議を

開始するという形で 正式な見解としては、―

参加するとはまだ言っていないんですけれど

も……。ただ、年末年始、もろもろの総理の発

言等踏まえますと、方向性としては参加するよ

うなにおいも、動きも出ていますが、今のとこ

ろ やるとは明言していないわけです そういっ、 。

た中で、御指摘のとおり、この６月に基本方針

が決定されますという話になっております。今

のところ、参加するという形で正式なものが出

ておりませんので、我々としては、日を改めて

この常任委員会にも御説明することになります

農業・農村振興長期計画につきましても、参加

するか否かは切り離して、今現在、農業が置か

れている中でさまざまな課題があるものについ

て、構造改革など進めていかなきゃならない部

分について何をしなければならないかといった

ようなことで、我々としては打ち出していく必

要があるというふうに考えております。

、○星原委員 確かに説明のとおりでありまして

どうなるかというのはまだ予測の段階で、はっ

きりしていないからあれなんですが、宮崎県の

場合、先ほど言いましたように、第１次産業主

体で県内が動いている状況で、今回、口蹄疫の

問題でもああいう形になると、地域の経済まで

かなり影響あるわけですね、関連産業ひっくる

めていろんな形で。そうなってきた、じゃ、近

い将来、何年後かわかりませんが、方向性が出

るだろうなと、そういう感じも一方では持たざ

るを得ないような状況じゃないかというふうに

思っていまして 果たして そういうのが決まっ、 、

た後にいろんな動きをしていくのか。ある程度

想定しながらいろんなことを考えていくべき時

期に来ているのかなという感じも一方でしてい

るんです。

ですから、新年度の予算なんかの中でも、今

後の流れの中で何かを想定して考えていくとこ

ろもあっていいんじゃないか。今言われるよう

に、国がどうするかまだ決まったわけじゃなく

て議論の段階だという話ではあるんですけど、

決まってから動き出していいのか、ある程度そ

ういう可能性も含める中で、何かに向けて、こ

のＴＰＰの問題を考えながら進めることもどこ

かに必要なのかなとは思うんですが、その辺は

もちろんなかなか判断しづらいところかもしれ

ませんけど、どうなんでしょう。

先ほど申し上げましたけ○上杉農政企画課長

れども、まず、本県の農業振興の今後を考える
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に当たって、長期計画の中で我々は、まず、畜

産の再生・復興を果たしていく上で、長期的な

農業振興を考えないといけないんですけれど

も……。先ほど申し上げましたけど、国際化へ

の対応でありますとか構造改革というのは ずっ、

と以前から、特に昨今の厳しい状況の中で、Ｔ

ＰＰと離してやるかどうか、いずれにしてもや

らないといけないものでございます。新年度の

予算でありますとか長期計画の中でまずはそれ

を打ち出していかなければならないというふう

に考えております。

そこで、今回、西都に農産物の加○星原委員

工場ができますね。ああいうことに積極的にい

きながら様子を眺めていくべきかなというふう

。 、 、に思うんです 畜産 農産あるいは水産物でも

加工に取り組む方向性をこれから見つけてある

いは探って、早くそういう方向に少しでも切り

かえて付加価値をつけていく。そうなってくる

と流通の問題までひっくるめていろんなことが

出てくるんだろうと思うんです。加工とか保存

技術とか販路とか、そういったものをひっくる

めた体制をどこかに持ちながら、ＴＰＰじゃな

くてもそういう時代が近づいてきていると思い

ます。そういう考えを入れながら、計画という

んですか、いろんな予算の配分なんかの分野で

も考えるべきじゃないかなというふうに思って

いるものですから、その辺のところも今後また

いろいろ検討いただければありがたいというふ

うに思います。

以前も常任委員会の場で○上杉農政企画課長

御説明申し上げたことですけれども、今現在、

農産物を生産してそれを外に出している中で、

加工における付加価値というのが県外に出てい

るとか、そこから派生した経済効果というのが

雇用も含めて出てしまっているという点がござ

います。詳細につきましては日を改めてこの場

で申し上げることになりますが、地元における

加工、それによる経済波及効果という面に着目

して、農業の成長産業化と申しますか、ほかの

産業と関連した６次産業化といったものを大き

、な柱としてやっていく必要があるということで

しっかり計画の中でもやっていくことになると

思います。

最後にしますけど、ＴＰＰの影響○星原委員

があるほうだけじゃなくて、プラスになる分は

ないのかとかいろんなこともひっくるめて今か

ら検討して 宮崎にとってＴＰＰはマイナス―

もあるけれども、プラスになる分野は何かない

か 逆にプラスになるものを探っていくとかそっ。

ちまで考えながら、これからの時代の方向性は

そういう形じゃないかなというふうに思ってい

ますので、ぜひそういうところあたりの検討も

始めていただきたいというふうに要望しておき

ます。

ＴＰＰをやることは、自由化する○緒嶋委員

と、世界的な流れだと一口に言われるわけです

が、一方では、食料の自給率を50％にするとい

うのがあるわけです。ＴＰＰと50％の自給率の

整合性はどう理解すればいいんですか。

そこがまさしく、昨年こ○上杉農政企画課長

のＴＰＰが出たときからいろいろ懸念をして申

し上げているところなんですけれども、50％に

引き上げる話でありますとか、食料の安定供給

という話。食料の安定供給は、食料・農業・農

。村基本法に書かれている国の責務でございます

その具体的な姿としての食料自給率50％という

話を今までずっと進めてきた中で、関税撤廃、

即時撤廃が、今までで申し上げますと大体全品

目の８割という中で、その場合に、国内で必要

最低限賄えるだけの生産を、要するに人にしろ
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土地にしろどう確保していくのかというのが、

まさしくこのＴＰＰの議論の中で最大の問題点

でございます。そこを去年、県のほうも、将来

の基本的な道筋を国に示してもらわないと現場

が混乱するという話をしているわけです。今、

政府のほうで「食と農林漁業の再生推進本部」

というのを設けて、いろいろ農業者のヒアリン

、 、グとかやっているわけですけれども その中で

どういった対策というか方針が出るのかという

のがまだ見えていないところでございます。

そこあたりが 日本の食料の安心・○緒嶋委員 、

安全、食料政策の中で矛盾するのかしないのか

ということを明確にしながら政策を立てていか

なければ 対策というよりは政策を 農家― ―

の皆さんは不安があるし、関連産業まで入れれ

ば2,300億円も影響があるということは、これだ

けマイナスがあるということです。そういう中

で、畜産（肉用牛）なんかにしても589億円の生

産額が160億円になるわけです。それは生産量が

、 、減るということですから 自給率を高めながら

価格は安くなりますが、生産をふやしなさいと

いっても、とてもじゃないが生活はできない。

所得補償ができますかというと、財政を含めて

なかなかできないということであれば、結果と

すれば農業は成り立ちませんと、そういう結論

以外にないんじゃないかという気がしてならん

わけですけど、そのあたりはどうですか。日本

の場合、農業として政策が成り立つかと。

繰り返しになりますけれ○上杉農政企画課長

ども、国内で最低限賄わなくちゃいけない食料

自給率というのがございます。それと関税撤廃

によって即時外国産の安いものが入ってくると

いう状況。そういった中で、今言われています

けれども、今後、少子高齢化の中で社会保障経

費等に財源を振り向けなくちゃいけない中で、

継続的にそういった所得補償ができるのかとい

う問題点は、昨年から大きな疑問として県とし

ても申し上げているわけですので、引き続き、

国に対しても、その辺の道筋を明確に示すよう

言っていくことになると思います。

、○緒嶋委員 各国農産物の平均関税率を見ても

日本は12％、米国は６％、ほかの国は日本より

皆高いわけです。こういうことを考えても、あ

る意味では、日本は農産物を含めても関税はゼ

ロに等しいぐらい。米は特別ですが、それ以外

のものは外国から非難されるような関税率じゃ

ないと思うんです。ＴＰＰは、何かしらすべて

がうまくいくというけど、農業を犠牲にしてや

るのかと、結論から言えば。それ以外にないと

思うんです。だから、日本国土というのをどう

守るかという視点、国策としての将来の国のあ

り方をどういうふうにするかという視点を考え

ながらやらにゃいかんのが、ただ、関税をゼロ

にすれば日本はバラ色の世界が来るんだという

ような短絡的な議論が先行し過ぎている。マス

コミを含めて。そういうことの中で、農村は将

来はありませんよという結論をつくるようなこ

とじゃないか。日本が、アメリカやオーストラ

リアのような農業条件というか国土条件であれ

ばまだしも、特にこういう厳しい中山間地を抱

えている宮崎県なんかにすれば、中山間地の生

き残る道は、付加価値をつけるといっても限界

があるわけです。農商工連携といっても限界が

あるわけで、そのあたりを含めた場合、県は、

あくまでもＴＰＰは、宮崎県農業にとってこれ

はそうあってはならないという方針を明確にし

て県の農業振興を考えるべきだというのが私の

持論ですが、このあたりは部長はどうですか。

このＴＰＰの問題が出て○髙島農政水産部長

きてから、今、緒嶋委員がお話ししている杞憂
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といいますか、危惧というのは、私どももみん

な持っているわけなんです。今話に出たよう

に 50％をどうするんだと これが１けたになっ、 。

たらどうするんだと。国のほうからはどんな形

で出てくるのか、それが全く見えないものです

から、その議論のしようがないといいますか、

まさかこのままで撤廃ということはないだろう

と思っておりますので、もう少しその形が見え

たところで私どもの意見も国に申し上げると、

。そういうような形になろうかと思っております

安全保障とか大きな問題もありますし、それ以

上の問題も私はあると思っておりますので、こ

のままで撤廃というのは私は出てこないんだろ

うと。どういう枠組みをつくって出してくるの

か、いましばらくは様子を見ないと、全くの憶

測でああだこうだというのもできないような状

況なものですから、もうしばらくお時間をいた

だきたいと。そういうことで御理解賜りたいと

思います。

私は、今、緒嶋委員のお話や、部○福田委員

長、農政企画課長とのやりとりを聞いていまし

て、米の関税引き下げあるいはオレンジ自由化

のときを考えてきたんですが、私は現場におり

ましたのでよく覚えています。例えば米では５

兆円という巨大な対策費を打ったんですが、そ

れはどこに流れたか。農業土木関連あるいは箱

物ですね。ひどいところは温泉開発にまで使っ

た。そういう事例がございまして、まさしく生

産現場の強化につながっていないんです。やみ

くもに５兆円という金がぼんと出てきた。ミカ

ンの場合は１反幾らの伐採とか伐根の補助金を

出しました。これは生産者に行きました。米の

場合は、急にでしたからね、細川政権時代に。

そういうことがありますから、全く予測がつか

ない、見当がつかないではだめなんですね、農

業県ですから。一応想定されることを前提に、

ある程度の考えは、素案はまとめる時期に来る

のではないかと。一方では、我々は全力を挙げ

てＴＰＰ反対・阻止をやっていくわけでありま

すが、そうは言いながら、国論はなかなか厳し

いものがありますから、その辺の対策は農業県

として打つ必要がある。でないと農政水産部の

存在感がなくなる。こういう全国に誇れる農業

のシンクタンクの組織を、農業の現場が細りま

すと要らなくなりますから、農業に長く携わっ

た人間としまして、本当に残念ですよ、そうい

うことでは。ぜひその辺をしっかりやってほし

いと思うんです。どなたでも、我こそはこうい

う考えを持っているという方がおられれば、１

人か２人はいらっしゃるかなと思うんですが、

お聞きしたいですね。

先ほど来の繰り返しにな○上杉農政企画課長

りますけれども、自由化の流れというのは昔か

らありますし、我が県としても、例えば輸出と

いう分野を今後重点的にしっかりやっていかな

くちゃいけないということも考えております。

いずれにいたしましても、先ほど部長からござ

いましたけれども、今後どういう結論になるの

かまだよくわからないところがございますけれ

ども、農政水産部としては、今の畜産の復興を

果たした上で、いずれにしても今後やっていか

なくちゃいけない構造改革でありますとか、従

来からの自由化の対応を、しっかり農業振興施

策として長期計画の中で打ち出していく必要が

あるというふうに考えております。

ぜひ、国の対策が出たときには、○福田委員

即対応できるような腹案、素案はつくっておく

べきだと思います。

それから、もう一つ、検証委員会の中でたく

さんいろんなことが書かれておりまして、もっ
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ともだと、説明を受けながらお聞きしておった

わけであります。その中で、私の地域は発生ゼ

ロでワクチンを処理した区域なんです。その当

時、途中からＦＡＯの見解から出ましたね。ワ

クチン処理した肉畜を食用に供してよろしいと

いう。おかしな見解が出るもんだなということ

で私は素人ですから考えておりましたが、その

後もそういう意見はずっと流れておりまして、

今回、18ページのワクチン接種についての検証

委員会のまとめを見ますと、その辺が触れられ

ておりません。マーカーワクチンまでは触れら

れております。やはりあの経済的損失を考えた

場合、もし私どもが食肉としてそれを食に供し

た場合に全く害がないとすれば、それはほかの

国で使っているわけですから、可能であると思

いますが、日本は少しでもそういう問題がある

と安全上から使えないわけであります。もしＦ

ＡＯの見解がそういう方向に流れるとすれば、

ここもマーカーワクチンの使用とあわせて検討

されていく必要があるんではないかと思うんで

すが、これは素人の見解でありますが、専門的

な見地から教えてください。防止上はどうして

もワクチンを使用するということですから。

韓国が今回、ワクチン○岩﨑家畜防疫対策監

使用国になりまして、非清浄国でなおかつワク

チン接種非清浄国という形で臨もうとしており

ます。そういう国はたくさんございまして、東

南アジアは通常的にワクチンを使って当然それ

は食用に供している。汚染国ではそういう形で

対応しているところなんですけれども、今回の

検証委員会の中で全く議論がなかったわけでは

ございません。今回につきましては、ワクチン

接種してすぐ殺処分して、清浄国復帰、いわゆ

るワクチン非接種清浄国を目指すという形でう

まく成功しましたので、こういう形での報告は

なされておりませんけれども、一部の人たちか

らそういう意見は当然ございました。ただ、報

告書の中には記載していないということでござ

います。

基本的には、従前どおり、発生し○福田委員

ていないもののワクチン処理、リングワクチン

やった場合は殺処分するという方向で本県はこ

の方針を堅持していく。国もそういう方針でい

くということですね。ＦＡＯの見解なんか全く

、 。影響されないと そういうふうでいいんですね

これは前から議論され○岩﨑家畜防疫対策監

ていますように、ワクチン接種の汚染国、非清

浄国になりますと、二国間からいきますと、南

米の牛肉の生産国から、自由に入ってくる可能

性はございます。２月の上旬ですけれども、Ｏ

ＩＥに復帰しますと、当然、貿易の障壁の中で

南米からの牛肉の輸入は拒否できます。そうい

うことも含めて、国も当然、発生していません

のでワクチンは接種しませんけど、仮に発生し

たとしても、ワクチンを接種してそれを淘汰し

ないという方向では今のところは考えていない

というふうに考えています。

もう一つ、これは素朴な疑問で、○福田委員

生産者や私どもも持つんですが、これは国のほ

うの検証委員会に大きな原因があると思うんで

すが、原因ですね、これは前回も国際問題に絡

めて途中でうやむやになりましたが、今回は規

模が違うわけですから、この原因究明は、あき

らめることなく徹底して県として国を追及すべ

きだと思います。これは知事がかわろうがかわ

るまいが、本県が畜産県である以上は、ここを

しっかりやらないと、行政に対する農家、県民

の信頼はないと考えるんですが、その辺はどう

いう方向で行かれるんですか。部長、これは大

事な問題です。国が国がじゃ済まないんです。
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残念ながら今回も国の○岩﨑家畜防疫対策監

検証委員会の中でも、国の疫学調査等において

も、今回宮崎で発生した原因については特定さ

れておりません。ただ、コメントの中では、大

陸から人かあるいは物か、この２つで入ってき

たことについてはほぼ間違いないだろうという

ことでは言っておるんですけれども、当然特定

はされておりません。県の検証委員会等も含め

て、20ページにありますように、国への提言の

中に、今後とも、感染原因、感染ルートの解明

については徹底した調査を行い、公表すべきと

いうことで、国の疫学調査チームは依然として

残って調査をやっております。今回は、非発生

農家等に入りまして長期間にわたって調査を進

めていくということは聞いております。今後と

も、感染経路、感染源については引き続き調査

していくということのようでございます。

11年前も同じ文章なんですよ。国○福田委員

際獣疫局が出している口蹄疫研究所ですね、県

議会で調査に行きましたが、農水省の皆さん方

も国際獣疫局に出向されておりました……。そ

の現場で、日本に対して、どうも原因究明が手

ぬるいんじゃないかということを、これは通訳

を通じてのやりとりですから、私が聞き間違っ

ているのかもしれませんよ、おっしゃっていま

した。また同じような文面が、文言が出てきま

したから、どうも日本は国際的な問題から、外

交上の問題から弱腰だな、これで本当に日本の

畜産が守れるのかなという危惧をいたしており

。 、 、ます ぜひ我が県としては 一体となって国に

我が県独自にもそうですが、原因の究明をあき

らめずにやっていきたいと思いますが、いかが

でしょうか。

16ページの下段のとこ○岩﨑家畜防疫対策監

ろに書いてございますけれども、今回、発生農

場の強制調査権のところでちょっとつまずいた

といいますか、もちろん家畜防疫員には立ち入

りの権限はございますけれども、強制調査権と

いう意味では、警察権でもございませんし、一

歩踏み込んだ形の対応ができなかったのは事実

でございます。今後、家畜伝染病予防法が改正

されるに当たって、国に対しましては、強制調

査権も含めて付与してもらう形でないと、人の

証言に基づく原因究明という形になるものです

から、そういう形で国のほうには要請をしてい

るところでございます。

16ページに、６例目あるいは７例○徳重委員

目に初発の可能性があると書いてありますが、

４月20日が初発だと こういう認識を我々は持っ、

ておったわけですが、６例目、７例目は初発の

農場ではなかったんですか。

４月20日は少なくとも○岩﨑家畜防疫対策監

初発じゃないと結論づけています。４月20日の

第１例の発生。議論になりましたのは、ここに

書いていますように、６例目の水牛農家と７例

目の大規模農家、この２点で議論がされており

まして、国の検証委員会につきましては６例目

を初発と。これは、立ち入りしたときの症状と

抗体検査等を根拠に６例目を初発、１例目とし

て国は公表したんですけれども、県の検証委員

会がかなり立ち入った調査をやっております。

その中で、第７例目の大規模農場についても、

これは６例目より先じゃないかというような議

論で大分調査をした結果、ここに書いています

ように、一応６例目あるいは７例目が初発、ど

ちらかが初めて発生したんじゃないかというこ

とで結論づけております。

そこで、６例目、７例目が初発と○徳重委員

いうような考え方があるならば、検証委員会の

調査結果として人か物かと言われていますね。
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ならば、人、物というのが、この２つの農場で

何らかの形で現実こういう事例があったと。例

えば韓国から来たとか、中国から来たとか、だ

れかおいでになったとか、そういう原因という

かプロセスなるものが見えているんですか。

結局そこで行き詰まっ○岩﨑家畜防疫対策監

、 、ておりまして そこにも書いていますけれども

人や物の動き等を徹底的に調査するために、海

外渡航歴や輸入飼料の十分なる確保、献体の採

取方法等について新たなルールづくりをすると

いうことと、先ほど言いましたように、強制調

査権の付与、もうちょっと踏み込んだ形で調査

しないと、感染原因、感染経路については特定

できないんじゃないかというようなことで、こ

れはもちろん引き続き行っていくということな

んですけれども、どちらが先かということにつ

いては、その２つが可能性があると。２農場が

可能性があって、その中では、人あるいは物の

動きが可能性としては一番高いというふうな結

論づけをしておるところでございます。

そういう可能性があるという想定○徳重委員

というんですか、外に出られましたか、海外に

行かれましたか、あるいはどういうものを与え

ていますかと、いろんなことをちゃんと調べた

はずですよね。それが明確でないと、原因とい

うのは一体何だったのかと。原因追及と、これ

をはっきりしなきゃいけないといつも言われる

けど、全然出てこないわけです。今おっしゃっ

ていることは我々は全く理解できないんです。

そのことが理解できない。物と人と言われるん

だったら、その周辺にそういう動きがあったと

いうことが想定される。１例目がなけりゃ２例

目はないわけですから、初発があったというこ

とは、そこに何かの行動がなされた、物が動い

た、人が動いたということじゃないんですか。

この６例目、７例目に○押川農政水産部次長

県の検証委員会が行かれるとき、私、同行いた

しました。その中で非常に精力的に突っ込んだ

事情聴取というんでしょうか、そういったもの

をやられましたけれども、全然証拠書類的なも

のは出てこないんですね。今、６例目、７例目

が疑わしいというのは、どっちかだろうという

のは、６例目の３月31日の抗体検査等が材料、

そういったもので検査した段階で一番早いと。

７例目については、３月とかそういった段階で

疾病のような雰囲気の治療といったものがあっ

たので、とにかく６例目、７例目、結論づけら

れないというような検証委員会の報告になって

います。その中で、大規模農場の本社まで行っ

て調査をやっていますけれども、そういったも

のが全然見受けられないというか、出てこない

ものですから、あくまで推論しかできなかった

というのが現状です。ですから、先ほど対策監

が言ったような強制的な調査権、こういったも

のが出てこないと、できてこないと、我々はこ

れ以上突っ込んだ調査ができない、限界だなと

いうふうに私も考えています。かなり県の検証

委員会の方々も精力的にそこのところを突いて

いこうということで努力していただきました。

残念ながらこういうお話しかできないというの

が現状でございます。

ぜひ原因究明というか、ある程度○徳重委員

限定されたものになってくると思いますので、

ここをしっかりとらまえて次の対策、そうでな

いと対策は打てないと思うんです。であろう、

であろうと、そういう仮定の中ではちゃんとし

た対策は打てないと思いますので、ぜひひとつ

前向きに検討していただきたいと思います。

もう一つ、私の聞いた話で、話といったら過

ぎるかもしれませんが、例えば、えびのから都
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城に来ましたね。私が知る限り、いろんな情報

を聞いた話で、農場間で物が動いたと、私はこ

れは事実だと思っているんです。どういう車で

どうして運んだ、人がどう動いたというのが明

白になっているような感じがするんですが、そ

うじゃないですか。

、○岩﨑家畜防疫対策監 えびのにおける１例目

これにつきましては感染経路ははっきりしてお

りまして、大規模農場から牛を積み増しして、

その際に感染したということは結論づけており

ます。ただし、都城の事例につきましては特定

されておりません。

私は、都城の事例も、どちらの農○徳重委員

場かわかりませんが、物が動いたと、だれが運

んだというところまでお話を聞いたりしたもの

ですから。そういう経路がはっきりしているん

だったら、これは対策が打てるなという思いで

今質問をしてみたところですけど、都城の場合

はそれはないんですか。

都城の１例は、これは○岩﨑家畜防疫対策監

特定をされておりません。

県の場合は、畜産試験場なんかが○緒嶋委員

その地域で一番先に出たというのは残念なこと

だったんですが 全体とすれば宮崎県でおさまっ、

たというのは、韓国は今、167万とか農業新聞に

出ておりましたが、恐らくきょうあたりはそれ

以上だと思うんです。そういう点では、宮崎県

があれだけ努力したと。国もだが、近隣の鹿児

島、大分、熊本もそれなりの対応をしたという

ことも拡大を防止する大きな役目になっただろ

うと思うんです。そういう意味では協調できて

よかったというふうに思うんですけれども、今

後において、いろいろなことを考えて、模範的

な例を県内の農家に示す立場からして、感染リ

スクに対してどう対応するかという具体的な方

針を早急に作成するというけど、これは今取り

組んでおられるわけですか。

、○紺家畜産試験場長 防疫対策につきましては

特にシャワーの件が出ておりますけれども、

ちょっと補足して説明いたしますと、川南支場

におきましては、一般エリアと家畜エリアと分

けておりまして 家畜エリアに入る際にシャワー、

。 、を浴びるということにしております その際に

畜産施設に入った者が入るということで、通常

の場合は入っていなかったということでござい

ます。国の検証委員会の報告で侵入経路が少し

出ておりますが、それによりますと、豚の大規

模農場の侵入農場でありました12例目の堆肥施

設が近くにございまして、そこから野鳥その他

野外動物から侵入した可能性があると。人につ

いては可能性が少ないという報告でございまし

た。これを受けまして、シャワーだけではござ

いませんけれども、いろんな角度からできるこ

とはすべてやろうというふうに考えて、今回の

補正、特にシャワーについてお願いをしたとこ

ろでございます。

シャワーは、入り口が幾つもあれ○緒嶋委員

ば何基かつけにゃいかんわけで、１基だけとい

うことですか。

今回お願いしております○紺家畜産試験場長

のは、まず、本場についてはシャワー施設がご

ざいませんでした。今は、近くに共済住宅の空

き家がございまして、そこで、飼養して家畜に

触れる者、これは女性職員は除いておりますが

発生時は女性職員も入れておったんですけ―

れども 女性職員の場合、時間がかかるとい―

うことで、髪も濡れるということで、早い方は

７時ぐらいから出勤されてシャワーを浴びてお

、 、 。られたので 朝 家でシャワーを浴びてくると

これを条件にして 家畜に触れる職員はシャワー、
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を浴びております。これが足りないということ

で９基お願いしております。６基が男性用で、

３基が女性用でございます。

それから 川南については 鶏のところにシャ、 、

ワー施設がございませんでした。これについて

１基お願いをしているところでございます。

モデル的なものを県の公共施設で○緒嶋委員

はやらにゃいかんだろうと思うんです。

、 、もう一つは 県の種雄牛の分散の問題ですが

管理上は１カ所が管理しやすいわけですね。し

かし、危機管理ということであれば分散をした

ほうがいい。分散の箇所も多いほうがいいんで

すけれども、運営とかその関係で２カ所以上に

はなかなかならんだろうと思うんです。これは

具体的に今かなり進められておるというような

感じもするんですけれども、いつごろまでに分

散管理の体制が整うわけですか。

種雄牛の分散管理の件でござ○児玉畜産課長

いますが、現在５頭いる種雄牛を、３頭が尾八

重、２頭は高原の家畜改良事業団の産肉能力改

良施設のほうに置いております。今回の韓国の

口蹄疫等がある程度おさまれば、尾八重の３頭

につきましては高鍋のほうに移動したいと。尾

八重のほうは、整備をいたしまして、緊急避難

施設として置いておきたいというふうに考えて

おります。

それは分散管理体制といわれるわ○緒嶋委員

けですか。明確に２カ所で精液もとるというよ

、うな体制をとるべきじゃないかと思うんですが

そこまでいかんわけですか。

少なくとも１カ所に集めるこ○児玉畜産課長

とはいたしません。近い将来は、５頭を高鍋と

高原という２カ所に分けまして、尾八重のほう

は何かあったときの緊急避難ということで考え

ております。

試験場そのものの体制を明確にし○緒嶋委員

て防疫体制も完備すればいいと思うんですけれ

ども、高原も感染対策の施設を十分やるという

ことでいいわけですか。

高原のほうも現在そういう対○児玉畜産課長

応はしているというふうに聞いております。事

業団のほうも、高原は周りに家畜も多いもので

すから、それをまたどこか別に移動させたいと

いうような考え方はあるようでございます。

いずれにしましても 口蹄疫が入っ○緒嶋委員 、

、てくることを防ぐというのが一番でありますが

内部的にそういうのを、できるだけ、農家の皆

さんまでも、安心して種雄牛が管理されておる

という認識を持つような体制に持っていくこと

が重要だというふうに思います。今後とも、い

つ口蹄疫がまた来るかわからないという認識の

もとに、十分な対策を立てていただきたいとい

うことを要望しておきます。

16ページ目からの報告書にもいろ○権藤委員

いろ書いてあるんですが、今回反省すべきは、

４月20日までに潜伏期間が相当あって、充満し

ていたんじゃないかという指摘が大事だと思う

んです。その後には、飼い主として、自分のと

ころはちょっとおかしくてもかばうようなこと

もあったのではないかと思うんです。③で書い

てあるように、早期通報とかそういうことをし

てくれた人は社会的に評価すべきじゃないかと

か、どういうものになるのかわかりませんが、

取り扱いの規約とかそういうものをつくりなが

ら……。あと、私が評価しているのは、４カ所

飛び火したところについては、即応体制ができ

ておったためにこれからは二次的に広がらな

かった。そういうことを参考としながら、不謹

慎ですけれども、可能性として何％かは発生す

るんじゃないかというのは、どんなに予防的に
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やっても否定できない。原因もわからないとい

うことですから、市町村と県と一体となって、

また国も必要でしょうけど、今後の再発防止に

向けて、今回検証されたことを現実に即応でき

る幾つかの事例をぜひつくって、こういう場合

にはこうだというのが言われなくても飼い主そ

の他関係者がわかると、そういうわかりやすい

一つの指針を今後組み立てていただくことを要

望しておきたいというふうに思います。以上で

す。

、○緒嶋委員 家畜伝染病予防法の改正の見通し

これは国のほうで対応されておると思うんです

が、今どういう状況にあるわけですか。

家畜伝染病予防法の改正○上杉農政企画課長

は、今作業をしております。法律ですから、い

、ずれ閣議決定して国会に送られるわけですけど

その前の改正作業を、例えば財務省とかいろい

ろ関係省庁ございますので、そういったところ

と協議しながら 具体的な全容というのは―

我々もまだわからない状況でございますけれど

も、20ページの一番下から、家伝法の見直しに

当たっての県の提案というのが書いてあります

が、昨年12月末に一度、部長名で先方のほうに

はこれに近い形のものを送っておりますので、

県として、検証委員会に盛り込まれているよう

なことは既に要望をしているところでございま

す。

、○緒嶋委員 積極的に早く改正しておかないと

またこういうことが起こる可能性もあるわけで

すので、強く国のほうにも要望していただきた

いというふうに思います。

口蹄疫は11年前も３月だったんで○星原委員

すね。今回も３月ですよね。今、韓国であれだ

け出ていますね。そういうことを考えると、３

月というのを間近に控えているわけですから、

消毒の日も20日にしているわけでありまして、

その辺の徹底のことで、今いろんな農家の方々

と話して、空港の話とか港の水際の対策を何と

かしてほしいという声も聞くんですが、逆に私

は農家の人たちに、あなたたちが畜舎に入ると

き、自分が入るときの消毒槽とかその辺をちゃ

んと置いてやっているのか。あるいは畜舎から

出たり入ったりするときに消毒しているのか。

あるいは買い物に行ったりいろいろして帰って

きたとき、あるいは違う人が接触したり入って

きたときにそういうことをせん限りは防げんだ

ろうと。この前行って見ましたけど、空港でも

マットだけですから。靴底しかウイルスがいな

いのであればそれでいいんでしょうけど、どこ

についてくるかわからん。空気とか鳥とかいろ

んなこともある。だから、自分のところの農場

から出さないためにどうするか。今出ましたよ

うに、どこからか入ってくる可能性は非常に高

いと思うんですよ、今のこの流れの中では。農

家の人たちが徹底して自己防衛できる体制が確

実にとられているかどうかを常にチェックしな

がら、出したらいかんという意識、２回も宮崎

県は出しているわけですから 三度目はあっちゃ、

いかんということで、ほかの人には関係ないわ

けですから、自分たちで自分の部分を守らせる

あるいは守ろうという意識をどう植えつけてい

。くかが勝負じゃないかというふうに思うんです

ですから、その辺の徹底を、特に３月はそうい

うことで２回宮崎で出ていた形になるわけです

から、これから２月、３月に向けてそういう面

の消毒・防疫についての徹底をぜひ図ってほし

い。でないと、年末に授精師さんと会ったとき

には、今、生産農家の人たちは消毒槽も直して

しまっているところがありますよという話を聞

いたりしたものですから、その辺の徹底をこれ
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からぜひ考えてやってほしいというふうに、こ

れはお願いですから、要望にしておきます。

ほかよろしいでしょうか。それ○十屋委員長

では、その他の報告について終わりたいと思い

ます。そのほかでありませんね。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって農政水○十屋委員長

産部を終了いたします。執行部の皆様お疲れさ

までした。

暫時休憩をいたします。

午後２時59分休憩

午後３時１分再開

委員会を再開いたします。○十屋委員長

まず、議案の採決を行います。

議案第１号について原案のとおり可決するこ

とに御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。よって、○十屋委員長

議案第１号については原案のとおり可決すべき

ものと決定をいたしました。

、 。次に 委員長報告骨子案についてであります

委員長報告の項目として特に御要望はありませ

んか。

暫時休憩をいたします。

午後３時１分休憩

午後３時５分再開

委員会を再開いたします。○十屋委員長

今ありましたように、補正予算の早期の執行

、 、ということと 先ほどありました水際対策の件

環境森林部の議案について、骨子として入れさ

せていただきたいというふうに思います。

委員長報告につきましては、正副委員長に御

。一任いただくということでよろしいでしょうか

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにします。○十屋委員長

ここで暫時休憩をいたします。

午後３時６分休憩

午後３時７分再開

委員会を再開いたします。○十屋委員長

次に、閉会中の常任委員会についてでありま

す。１月27日に農政水産部の長期計画について

実施することで御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定をい○十屋委員長

たします。そのほか何かあれば。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって委員会○十屋委員長

を終了いたします。委員の皆様お疲れさまでし

た。

午後３時７分閉会




